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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテンツに関連付けたコンテンツファ
イルをダウンロード放送で送信する送信装置であって、
　各コンテンツファイルを放送するサービスを一意に指定するサービスＩＤと、開始時刻
、放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表すイベント識別子と、コンテンツタ
イプを表すコンテンツタイプ情報とを含む、番組スケジュールテーブルを生成する番組ス
ケジュールテーブル生成手段と、
　前記番組スケジュールテーブルを所定間隔で送信する番組スケジュールテーブル送信手
段と、
　前記番組スケジュールテーブル内で関連付けたイベント識別子を有するコンテンツファ
イルをデータブロックにてカルーセル方式で送信するコンテンツファイル送信手段と、
　前記ダウンロード放送で送信するコンテンツファイルと、リアルタイム放送で送信する
コンテンツとを、それぞれ異なるサービスＩＤで同一のＴＳ内で送出するとともに、リア
ルタイム型放送をプライマリ、ダウンロード型放送をセカンダリとしてグルーピングする
所定のサービスグループ識別子を伝送するコンテンツ編成手段と、
を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　前記セカンダリのコンテンツファイルは、前記プライマリで送信する映像コンテンツに
関連付けられた電子データを含むことを特徴とする、請求項１に記載の送信装置。
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【請求項３】
　デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテンツを受信する際に、該コンテン
ツに関連付けられたダウンロード放送時のコンテンツファイルを自動蓄積する受信装置で
あって、
　前記ダウンロード放送時のコンテンツファイルは、受信側で蓄積予約させるのに必要と
される番組スケジュールテーブルで管理され、前記番組スケジュールテーブルは、各コン
テンツファイルを放送するサービスを一意に指定するサービスＩＤと、開始時刻、放送持
続時間、及びコンテンツファイルを一意に表すイベント識別子と、コンテンツタイプを表
すコンテンツタイプ情報とを含み、前記イベント識別子は、デジタル放送で放送されるデ
ータブロックのヘッダ情報にも記述されており、
　前記番組スケジュールテーブルを受信して、前記イベント識別子によって識別されるコ
ンテンツファイルを蓄積予約するための蓄積予約管理表を、コンテンツタイプ情報を付加
して生成する蓄積予約管理表生成手段と、
　前記蓄積予約管理表で蓄積予約するべく規定されたコンテンツを、前記開始時刻で蓄積
予約の開始を制御するコンテンツ蓄積予約制御手段と、
　前記開始時刻で蓄積予約したコンテンツの蓄積を、前記ヘッダ情報と前記コンテンツタ
イプ情報の組み合わせに応じて、カルーセル方式のデータブロック単位で実行するコンテ
ンツ蓄積実行手段とを備え、
　前記コンテンツ蓄積実行手段は、
　リアルタイム放送で送信されるコンテンツの受信時に、リアルタイム型放送をプライマ
リ、ダウンロード型放送をセカンダリとしてグルーピングする所定のサービスグループ識
別子を受信して、前記リアルタイム放送で送信されたコンテンツに連動する、ダウンロー
ド放送で送信されるコンテンツファイルの有無を判別する手段と、
　前記コンテンツファイルの有を判別した際に、当該受信装置に設定される自動ダウンロ
ード実行の指示にしたがって、リアルタイム放送で送信するコンテンツとは異なるサービ
スＩＤのダウンロード放送で送信されるコンテンツファイルの自動蓄積を制御する手段を
有することを特徴とする受信装置。
【請求項４】
　前記セカンダリのコンテンツファイルは、前記プライマリで送信する映像コンテンツに
関連付けられた電子データを含むことを特徴とする、請求項３に記載の受信装置。
【請求項５】
　デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテンツを受信する際に、該コンテン
ツに関連付けられたダウンロード放送時のコンテンツファイルを自動蓄積する受信装置に
て、番組スケジュールテーブルは、各コンテンツファイルを放送するサービスを一意に指
定するサービスＩＤと、開始時刻、放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表す
イベント識別子と、コンテンツタイプを表すコンテンツタイプ情報とを含み、前記イベン
ト識別子は、デジタル放送で放送されるデータブロックのヘッダ情報にも記述されており
、前記受信装置における蓄積制御部を構成するコンピュータに、
　前記番組スケジュールテーブルを受信して、前記イベント識別子によって識別されるコ
ンテンツファイルを蓄積予約するための蓄積予約管理表を、コンテンツタイプ情報を付加
して生成するステップと、
　前記蓄積予約管理表で蓄積予約するべく規定されたコンテンツを、前記開始時刻で蓄積
予約の開始を制御するステップと、
　前記開始時刻で蓄積予約したコンテンツの蓄積を、前記ヘッダ情報と前記コンテンツタ
イプ情報の組み合わせに応じて、カルーセル方式のデータブロック単位で実行するステッ
プと、を実行させるためのプログラムであり、
　前記コンテンツの蓄積を行うステップは、リアルタイム放送で送信されるコンテンツの
受信時に、リアルタイム型放送をプライマリ、ダウンロード型放送をセカンダリとしてグ
ルーピングする所定のサービスグループ識別子を受信して、前記リアルタイム放送で送信
されたコンテンツに連動する、ダウンロード放送で送信されるコンテンツファイルの有無
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を判別するステップと、
　前記コンテンツファイルの有を判別した際に、当該受信装置に設定される自動ダウンロ
ード実行のＯＮ／ＯＦＦにしたがって、リアルタイム放送で送信するコンテンツとは異な
るサービスＩＤのダウンロード放送で送信されるコンテンツファイルの自動蓄積を制御す
るステップとを含む、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送局側から放送番組表用のデータを放送波で配信して、受信側で放送局か
らダウンロード配信されるファイル形式の任意のファイルを取得可能にする技術に関し、
特に、リアルタイム放送のコンテンツに付随させた当該任意ファイルをダウンロード配信
する放送サービスの送信装置、その受信装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、受信装置が放送局から配信される放送コンテンツに関するデータを受信して
コンテンツ表を作成し、このコンテンツ表から所望のコンテンツを得るシステムとしてＥ
ＰＧ(Electric Program Guide)を用いたシステムが知られている（特許文献１，２参照）
。
【０００３】
　通常、ＥＰＧを用いたシステムには、受信装置側でコンテンツ表に基づいて所望のコン
テンツを専用のコンテンツサーバから取得して表示するものと、受信装置側でコンテンツ
表に基づいて放送日時を管理して放送されるコンテンツを蓄積するものとがある。
【０００４】
　コンテンツのソースがデジタル放送である場合、各チャンネルが順次選局されるように
、受信周波数、トランスポートストリーム識別（ＴＳＩＤ）が一定周期で切り替えられ、
ＴＳデータはパケット単位で伝送され、パケットの先頭部分には、ＰＩＤ（Packet Ident
ification）が付加されている。受信装置は、復調部でトランスポートストリーム（ＴＳ
）信号に変換し、映像用データ、音声用データ、データ放送のデータ、及び字幕用データ
等の各データを復号し、このＴＳデータ中のＰＡＴ（Program Association Table），Ｐ
ＭＴ（Program Map Table）等のＰＳＩ（Program Specific Information）データに基づ
いて各データのＰＩＤを検出し、このＰＩＤを読み取ることで、映像データ、音声データ
、ＥＰＧデータの識別を行う。
【０００５】
　ＥＰＧを構成するのに必要なデータは、社団法人電波産業会（通称ＡＲＩＢ）における
標準規格「デジタル放送に使用する番組陳列情報」等で規定されるデータ構造で伝送され
る。主要な構成データとして、編成チャンネルの名称、放送事業者の名称など、編成チャ
ンネルに関する情報を伝送するＳＤＴ（Service Description Table）、放送されるコン
テンツの名称、放送開始日時、コンテンツの説明など、コンテンツに関する情報を伝送す
るＥＩＴ（Event Information Table）、現在の日付、時刻の情報を伝送するＴＯＴ（Tim
e Offset Table）等が挙げられる。尚、ＥＩＴに関しては、「ＡＲＩＢ ＴＲ－Ｂ１４ 第
四編 地上デジタルテレビジョン放送 ＰＳＩ／ＳＩ運用規定」に記載されている。
【０００６】
　即ち、受信装置側でコンテンツ表に基づいて放送日時を管理して放送されるコンテンツ
を蓄積するシステムでは、送信側では、放送するコンテンツに関するデータ及びコンテン
ツを、ＴＳに変換し、生成したＴＳをデジタル放送の放送波で伝送する。受信装置は、こ
の放送波を復調してＴＳを復号し、ＴＳからＥＩＴを抽出し、このＥＩＴを用いて電子プ
ログラムガイド（ＥＰＧ）を作成し、ＥＰＧを画面に表示する。
【０００７】
　また、ＥＩＴに関連付けられた複数のコンテンツについて、選局した放送ストリームか
ら抽出したダウンロード関連情報ＤＩＩ（Download Information Indication）／ダウン
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ロード・データブロックＤＤＢ（Download Data Block）情報を用いてコンテンツごとに
切り替えて取得することができる（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
　従って、従来からの放送サービスを伝送・受信する技術は、受信装置が放送局から配信
される放送ＳＩの情報を元に放送コンテンツ表を作成し、所望のコンテンツを視聴、また
は録画予約を行うＥＰＧを用いたシステムとして構成される。
【０００９】
　一方、放送局からダウンロード配信により任意のファイルを配信し、受信装置で取得す
る技法は、ＡＲＩＢ ＳＴＤ‐Ｂ２４に「独自データ放送」として記載があり、また、デ
ジタルラジオの運用規定であるＴＲ‐Ｂ１３のＥプロファイルとして定められている。
【００１０】
　尚、現在の技術において、１つのダウンロード番組（放送枠）で複数のコンテンツを一
括蓄積する場合、ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－Ｂ１０におけるデジタル放送に使用する番組配列情
報におけるコンテンツ記述子では、従来のＥＩＴは、１つの放送枠で複数のコンテンツを
放送することは想定しておらず、コンテント記述子によるジャンルの指定は放送枠に対し
てのみであった。
【００１１】
　例えば、高度広帯域衛星デジタル放送（以下、高度ＢＳと称する）では、メタデータを
用いて、１つのダウンロード番組で複数のコンテンツの一括蓄積を提案している。
（コンテンツ蓄積前）この放送枠に対する“ダウンロード情報”に複数のコンテンツに関
する情報（コンテンツ識別情報やジャンルなど）を記載して送るので、事前にジャンル情
報を取得する。
（コンテンツ蓄積時）事前に取得した情報をもとに、それぞれコンテンツのヘッダ情報を
取得し、蓄積を行う。
【００１２】
　一方、携帯端末向けマルチメディア放送（Ｖ－ＬＯＷ帯）では、高度ＢＳに比べて放送
波帯域が狭い。従って、容量の大きなメタデータを送ることはできない。そこで、ＳＩを
用いて、１つのダウンロード番組で複数のコンテンツの一括蓄積を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００７－３６７２６号公報
【特許文献２】特開２００１－１３６４９５号公報
【特許文献３】特開２００５－１９７９９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、従来のＥＰＧでは、放送ＳＩの情報にコンテンツの種類に応じたダウン
ロードファイルに関する情報が無いため、コンテンツの種類に応じたダウンロードファイ
ルのダウンロード用のＥＰＧを実現できていない。
【００１５】
　また、デジタルラジオのＥプロファイルでは、受信装置側で実際のダウンロードする任
意ファイルを含む放送信号全体を受信して復号してメモリへ展開するまで、如何なるファ
イルが配信されてきたのかを把握することができず、受信装置の処理コスト、及び、受信
電力的に非効率であった。
【００１６】
　近年では、移動受信端末による移動受信を想定するマルチメディア放送など、携帯受信
端末向け放送サービスの需要が増大しており、不安定な受信状況の中でも確実にダウンロ
ード放送されるコンテンツを受信できるようにする放送システムの構築が要望されている
。
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【００１７】
　特に、従来の技術では、同一のサービスＩＤでも複数の項目からなるコンテンツについ
ては、各項目コンテンツを別々のカルーセルで伝送する。この場合、カルーセルの切り替
え時に、受信装置側でも受信処理の切り替えを行うことになり、この切り替え時の取りこ
ぼしを考慮して、送信装置側では、伝送するカルーセルを１周以上冗長して伝送する必要
ある。
【００１８】
　さらに、現行のＥＰＧを用いた番組スケジュールシステムでは、受信装置側における予
約蓄積に伴う上書き更新の動作を、単発コンテンツやシリーズコンテンツなどのコンテン
ツの種類に応じて、受信装置の利用者がその都度判断して、逐次設定しなければならず極
めて不便である。特に、リアルタイム放送時のコンテンツに対しても、視聴後にダウンロ
ード可能なコンテンツであるか否かの確認を経て、別途ダウンロード放送でコンテンツフ
ァイルを取得しなければならないという煩わしさがある。
　さらに、データ放送を受信できない受信装置が現在でも普及しており、Ｖ－ＬＯＷ帯の
受信装置でもカーラジオのようにデータ放送がない受信装置が想定される。このような受
信装置でリアルタイム放送連動コンテンツのダウンロードを実現するにはデータ放送のパ
ーサーが必要になるという問題がある。
【００１９】
　そこで、本発明の目的は、上述の問題を鑑みて為されたものであり、コンテンツファイ
ルを含む任意ファイルをダウンロード配信する放送サービスの送信装置、その受信装置及
びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明では、送信装置側で、ＥＰＧを構成する放送ＳＩの情報の中に、具体例としてＥ
ＩＴ内に新規の記述子である「ファイル伝送識別子」（file_delivery_descriptor）を追
加して「拡張ＥＩＴ」（後述する）を構成して伝送する態様と、コンテンツの蓄積予約の
ためのコンテンツ表の作成を可能とするコンテンツ指向の蓄積予約（映像等の場合、予約
録画を含む）に必要な情報を組み入れたコンテンツスケジュールテーブル（ＣＳＴ：後述
するContent_Schedule_Sectionから構成されるテーブル）を構成して伝送する態様につい
て想定している。
【００２１】
　一方、受信装置側で、拡張ＥＩＴを利用する場合、この「ファイル伝送識別子」に含ま
れるダウンロード放送用の任意のコンテンツファイル（以下、総括して「任意ファイル」
とも称する）を識別し、如何なるコンテンツファイルが配信されてきたのかを直ちに把握
させ、必要に応じて同一種類のコンテンツファイルについては上書き更新することができ
る。
【００２２】
　また、受信装置側で、ＣＳＴを利用する場合、ＣＳＴは、各コンテンツの放送時のデー
タパケット、開始時刻、放送持続時間、及び放送回数を表す「放送時刻識別情報」と、コ
ンテンツごとに割り当てられた固有の識別子（event_id）と、各コンテンツの記述内容を
表す記述子とを含んでいるため、このＣＳＴを受信して、該ＣＳＴで関連付けられたコン
テンツを蓄積予約するためのコンテンツ表を生成し、前記コンテンツ表で蓄積予約するべ
く規定されたコンテンツを、当該開始時刻で蓄積予約をカルーセル方式で伝送されるデー
タブロック単位で実行することができる。
【００２３】
　ここで重要なことは、送信装置側で伝送する「拡張ＥＩＴ」及び「ＣＳＴ」には、受信
装置側の蓄積予約動作を鑑みた新たな記述子もしくは識別子として、予めコンテンツの種
類を規定した「コンテンツタイプ情報（content_type）が埋め込まれていることである。
このコンテンツタイプ情報（content_type）は、「単発コンテンツ」、「シリーズコンテ
ンツ」、「上書き更新コンテンツ」、及び「複数項目コンテンツ」が少なくとも定義され
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ている。さらに、受信装置側では、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴと、ＤＩＩの情報を組み合わせ
で、コンテンツの種類に応じた蓄積予約を可能にする。
【００２４】
　「単発コンテンツ」とは、単一のコンテンツである。
【００２５】
　「シリーズコンテンツ」とは、シリーズ番組を構成するコンテンツである。
【００２６】
　「上書き更新コンテンツ」とは、例えば、上書き更新していくコンテンツである。気象
情報や道路交通情報など、中身の情報のみ変わっていくイメージのコンテンツであり、最
新のコンテンツのみ保存する用途向けのコンテンツである。
【００２７】
　「複数項目コンテンツ」とは、例えば、ある放送枠で送られる複数のコンテンツを云う
。例えば、ある番組「全国ニュース１２時」という放送枠で、状況に応じて複数のニュー
ス項目を送る場合、同一のevent_idで３つのコンテンツを伝送するにあたり、第１カルー
セルで「ニュース項目１」を伝送し、第２カルーセルで「ニュース項目２」を伝送し、第
３カルーセルで「ニュース項目３」を伝送し、第４カルーセルで「ニュース項目１」を伝
送し、第５カルーセルで「ニュース項目２」を伝送することができる。「複数項目コンテ
ンツ」は、例えばＣＳＴに記載された放送時間内で、それぞれ別のカルーセルで伝送され
る。
【００２８】
　「差し替え機能」とは、例えば、放送局が放送後にコンテンツを修正して再度放送し、
蓄積済みのコンテンツと差し替える機能を云う。
【００２９】
　本発明では、移動受信環境でのカルーセル伝送を用いた放送波ダウンロードにおいて、
以下の機能を実現する。
（１）単発コンテンツとシリーズコンテンツと上書き更新コンテンツと複数項目コンテン
ツのダウンロードの実行
（２）コンテンツの差し替えの実行
（３）同じコンテンツの重複保存の防止
（４）放送枠があるが、新しいニュースがなく、前回と同じコンテンツを放送する場合に
おける重複保存の防止
（５）ＣＳＴであれば、コンテンツ毎に全ての繰り返し放送時刻の保持
（６）放送時間中の蓄積動作は、データカルーセルにより、繰り返し伝送されるダウンロ
ード放送のデータの取得
（７）移動受信環境での放送波ダウンロードでは、受信環境が悪いため同じコンテンツの
繰り返し放送することが求められる。また、携帯端末がターゲットであり消費電力を抑え
るために、蓄積に成功したコンテンツの繰り返し放送は受信しない、ダウンロードチャン
ネルのストリームを常に監視しないなどが求められる。
（８）移動受信環境下でのカルーセル伝送を用いた放送波ダウンロードにおいて、以下の
機能を実現する。
【００３０】
　本発明によれば、繰り返し放送されるコンテンツを常時監視しなくてもよくなり、特に
、従来の技術では、同一のサービスＩＤでも複数の項目からなる複数項目コンテンツにつ
いては各項目コンテンツを別々のカルーセルで伝送していたため、送信装置側では、伝送
するカルーセルを１周以上冗長して伝送する必要性もなくなり、受信装置側でも受信処理
の切り替えの必要性をなくすことで、移動受信環境下で、受信装置の消費電力を抑えて、
放送波のダウンロードが実現でき、リアルタイム放送時のコンテンツに対しても、視聴時
又は視聴後にその都度、ダウンロード可能なコンテンツであるか否かの確認を経て、別途
ダウンロード放送でコンテンツファイルを取得しなければならないという煩わしさを伴う
ことなく自動蓄積可能とする。
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【００３１】
　即ち、本発明に係る送信装置は、デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテ
ンツに関連付けたコンテンツファイルをダウンロード放送で送信する送信装置であって、
各コンテンツファイルを放送するサービスを一意に指定するサービスＩＤと、開始時刻、
放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表すイベント識別子と、コンテンツタイ
プを表すコンテンツタイプ情報とを含む、番組スケジュールテーブルを生成する番組スケ
ジュールテーブル生成手段と、前記番組スケジュールテーブルを所定間隔で送信する番組
スケジュールテーブル送信手段と、前記番組スケジュールテーブル内で関連付けたイベン
ト識別子を有するコンテンツファイルをデータブロックにてカルーセル方式で送信するコ
ンテンツファイル送信手段と、前記ダウンロード放送で送信するコンテンツファイルと、
リアルタイム放送で送信するコンテンツとを、それぞれ異なるサービスＩＤで同一のＴＳ
内で送出するとともに、リアルタイム型放送をプライマリ、ダウンロード型放送をセカン
ダリとしてグルーピングする所定のサービスグループ識別子を伝送するコンテンツ編成手
段と、を備えることを特徴とする。
【００３２】
　これにより、受信側でリアルタイム放送時のコンテンツに対しても、別途ダウンロード
放送でコンテンツファイルを自動蓄積可能とする。
【００３３】
　また、本発明に係る送信装置において、前記セカンダリのコンテンツファイルは、前記
プライマリで送信する映像コンテンツに関連付けられた電子データ（テキスト、図形、静
止画、音声信号、制御情報、ＰＤＦファイル及び動画ファイルなど）を含むことを特徴と
する。
【００３４】
　これにより、受信側でリアルタイム放送時のコンテンツが映像コンテンツである場合に
、映像コンテンツに関連付けられたテキスト、図形、静止画、音声信号、制御情報、ＰＤ
Ｆファイル及び動画ファイルのうちの１つ以上のコンテンツファイルを自動蓄積可能とす
る。
【００３５】
　さらに、本発明の受信装置は、デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテン
ツを受信する際に、該コンテンツに関連付けられたダウンロード放送時のコンテンツファ
イルを自動蓄積する受信装置であって、前記ダウンロード放送時のコンテンツファイルは
、受信側で蓄積予約させるのに必要とされる番組スケジュールテーブルで管理され、前記
番組スケジュールテーブルは、各コンテンツファイルを放送するサービスを一意に指定す
るサービスＩＤと、開始時刻、放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表すイベ
ント識別子と、コンテンツタイプを表すコンテンツタイプ情報とを含み、前記イベント識
別子は、デジタル放送で放送されるデータブロックのヘッダ情報にも記述されており、前
記番組スケジュールテーブルを受信して、前記イベント識別子によって識別されるコンテ
ンツファイルを蓄積予約するための蓄積予約管理表を、コンテンツタイプ情報を付加して
生成する蓄積予約管理表生成手段と、前記蓄積予約管理表で蓄積予約するべく規定された
コンテンツを、前記開始時刻で蓄積予約の開始を制御するコンテンツ蓄積予約制御手段と
、前記開始時刻で蓄積予約したコンテンツの蓄積を、前記ヘッダ情報と前記コンテンツタ
イプ情報の組み合わせに応じて、カルーセル方式のデータブロック単位で実行するコンテ
ンツ蓄積実行手段とを備え、
　前記コンテンツ蓄積実行手段は、
　リアルタイム放送で送信されるコンテンツの受信時に、リアルタイム型放送をプライマ
リ、ダウンロード型放送をセカンダリとしてグルーピングする所定のサービスグループ識
別子を受信して、前記リアルタイム放送で送信されたコンテンツに連動する、ダウンロー
ド放送で送信されるコンテンツファイルの有無を判別する手段と、
　前記コンテンツファイルの有を判別した際に、当該受信装置に設定される自動ダウンロ
ード実行の指示にしたがって、リアルタイム放送で送信するコンテンツとは異なるサービ
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スＩＤのダウンロード放送で送信されるコンテンツファイルの自動蓄積を制御する手段を
有することを特徴とする。
【００３６】
　これにより、受信装置は、リアルタイム放送時のコンテンツに対しても、別途ダウンロ
ード放送でコンテンツファイルを自動蓄積可能となる。
【００３７】
　また、本発明の受信装置において、前記セカンダリのコンテンツファイルは、前記プラ
イマリで送信する映像コンテンツに関連付けられた電子データ（テキスト、図形、静止画
、音声信号、制御情報、ＰＤＦファイル及び動画ファイルなど）を含むことを特徴とする
。
【００３８】
　これにより、受信装置は、リアルタイム放送時のコンテンツが映像コンテンツである場
合に、映像コンテンツに関連付けられたテキスト、図形、静止画、音声信号、制御情報、
ＰＤＦファイル及び動画ファイルのうちの１つ以上のコンテンツファイルを自動蓄積可能
となる。
【００３９】
　また、本発明のプログラムは、デジタル放送の放送波でリアルタイム放送時のコンテン
ツを受信する際に、該コンテンツに関連付けられたダウンロード放送時のコンテンツファ
イルを自動蓄積する受信装置にて、番組スケジュールテーブルは、各コンテンツファイル
を放送するサービスを一意に指定するサービスＩＤと、開始時刻、放送持続時間、及びコ
ンテンツファイルを一意に表すイベント識別子と、コンテンツタイプを表すコンテンツタ
イプ情報とを含み、前記イベント識別子は、デジタル放送で放送されるデータブロックの
ヘッダ情報にも記述されており、前記受信装置における蓄積制御部を構成するコンピュー
タに、前記番組スケジュールテーブルを受信して、前記イベント識別子によって識別され
るコンテンツファイルを蓄積予約するための蓄積予約管理表を、コンテンツタイプ情報を
付加して生成するステップと、前記蓄積予約管理表で蓄積予約するべく規定されたコンテ
ンツを、前記開始時刻で蓄積予約の開始を制御するステップと、前記開始時刻で蓄積予約
したコンテンツの蓄積を、前記ヘッダ情報と前記コンテンツタイプ情報の組み合わせに応
じて、カルーセル方式のデータブロック単位で実行するステップと、を実行させるための
プログラムであり、前記コンテンツの蓄積を行うステップは、リアルタイム放送で送信さ
れるコンテンツの受信時に、リアルタイム型放送をプライマリ、ダウンロード型放送をセ
カンダリとしてグルーピングする所定のサービスグループ識別子を受信して、前記リアル
タイム放送で送信されたコンテンツに連動する、ダウンロード放送で送信されるコンテン
ツファイルの有無を判別するステップと、前記コンテンツファイルの有を判別した際に、
当該受信装置に設定される自動ダウンロード実行のＯＮ／ＯＦＦにしたがって、リアルタ
イム放送で送信するコンテンツとは異なるサービスＩＤのダウンロード放送で送信される
コンテンツファイルの自動蓄積を制御するステップとを含む、プログラムである。
                                                                                
【発明の効果】
【００４０】
　本発明によれば、送信装置は、受信装置側で拡張ＥＩＴ又はＣＳＴにて識別できる任意
ファイルのダウンロード放送が可能となり、受信装置は、ダウンロード予約機能の実現や
、受信装置が効率的に電力を最小限にして、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴにて識別した任意ファ
イルのみを受信することが可能となり、さらに、コンテンツタイプに応じた蓄積動作を行
うことが可能となり、特に、送信装置側では、リアルタイム放送時のコンテンツに対して
、個別にダウンロード可能なコンテンツについて自動的な配信が可能となり、受信装置側
では、ダウンロード可能なコンテンツであるか否かの確認を経て、別途ダウンロード放送
でコンテンツファイルを取得しなければならないという煩わしさを伴うことなく自動蓄積
可能とする。尚、本発明では、ダウンロード可能なコンテンツについては、伝送するカル
ーセルを１周以上冗長して伝送する必要性もなくなり、受信装置側でも受信処理の切り替
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えの必要性をなくすことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明による一実施例の放送システムの概略構成図である。
【図２】（ａ），（ｂ）は、従来技術と、その課題、及び本発明に係る動作の概念図であ
る。
【図３】本発明に係る拡張ＥＩＴの概略図である。
【図４】本発明に係るＣＳＴの概略図である。
【図５】本発明に係るＣＳＴと拡張ＥＩＴを併用する例を示す図である。
【図６】本発明による一実施例の放送局側送信装置の概略図である。
【図７】本発明に係る一実施例の受信装置の概略図である。
【図８】本発明による一実施例の放送システムの動作説明図である。
【図９】カルーセル方式による伝送例を示す図である。
【図１０】（ａ），（ｂ）は、発明による一実施例の放送システムにて、複数項目コンテ
ンツを順次配信する態様を例示する図である。
【図１１】本発明に係る一実施例の受信装置におけるコンテンツ蓄積予約制御部の概略図
である。
【図１２】本発明に係る一実施例の受信装置におけるコンテンツ蓄積予約制御部の動作フ
ロー図である。
【図１３】本発明に係る一実施例の受信装置における蓄積予約管理表の例を示す図である
。
【図１４】本発明に係る一実施例の受信装置における蓄積コンテンツ管理表の例を示す図
である。
【図１５】本発明に係る一実施例の受信装置にて受信するリアルタイム型放送コンテンツ
と連動するダウンロード型放送コンテンツの関係を例示する図である。
【図１６】本発明に係る一実施例の受信装置にて受信するリアルタイム型放送コンテンツ
と連動するダウンロード型放送コンテンのグルーピングを規定するサービスグループ識別
子の一例を示す図である。
【図１７】本発明に係る一実施例の受信装置にてリアルタイム型放送コンテンツと連動す
るダウンロード型放送コンテンツを受信する際の動作フローを例示する図である。
【図１８】従来の受信装置におけるリアルタイム放送時のコンテンツの受信態様を例示す
る図である。
【図１９】本発明の受信装置におけるリアルタイム放送時のコンテンツの受信態様を例示
する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　まず、本発明の理解を助けるために、本発明に係る任意ファイルをダウンロード配信・
受信する放送サービスの放送システムの一実施例について説明する。本実施例の放送シス
テムの説明から、本発明に係る送信装置及び受信装置の構成も明らかになる。
【００４３】
［システム構成］
　図１は、本発明による一実施例の放送システムの概略構成図である。放送局側送信装置
１は、コンテンツの映像用データ、音声用データ、データ放送のデータ、及び字幕用デー
タ等の各データをデジタル放送で受信装置（図１では、車載・ポータブル受信端末２－１
，携帯電話機２－２を例示するが、以下の説明では、包括的に「受信装置２」として説明
する）に向けて配信する装置であり、特に、ＥＰＧを構成する放送ＳＩの情報の中に、具
体例としてＥＩＴ内に新規の記述子である「ファイル伝送識別子」とコンテンツタイプを
表す「コンテンツタイプ情報（content_type）」を追加して「拡張ＥＩＴ」を構成して伝
送するか、又はコンテンツの蓄積予約のためのコンテンツ表の作成を可能とするコンテン
ツ指向の蓄積予約（映像等の場合、予約録画を含む）に必要な情報を組み入れたコンテン
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ツスケジュールテーブル（ＣＳＴ：後述するContent_Schedule_Sectionから構成されるテ
ーブル）を構成して伝送する装置である。「拡張ＥＩＴ」及び「ＣＳＴ」の詳細について
は後述する。
【００４４】
　受信装置２は、この「拡張ＥＩＴ」又は「ＣＳＴ」とＤＩＩの組み合わせによって、如
何なる種類のコンテンツファイルが配信され、どのように蓄積予約を行うべきかについて
把握し、コンテンツファイルの蓄積予約を管理するための「蓄積予約管理表」及び、コン
テンツファイルの蓄積の有無を管理するための「蓄積コンテンツ管理表」を生成して、配
信されるコンテンツの蓄積をユーザの指定により、又は自動設定に基づき管理する装置で
ある。
【００４５】
　まず、従来の技術では、コンテンツタイプに分けることなくダウンロードコンテンツを
配信していたために、送信側及び受信側での処理負担が大きかった。特に、同一のサービ
スＩＤでも複数の項目からなるコンテンツについては、各項目コンテンツを別々のカルー
セルで伝送していた。この場合、カルーセルの切り替え時に、受信装置２側では受信処理
の切り替えを行うことになり、この切り替え時の取りこぼしを考慮して、送信装置１側で
は、伝送するカルーセルを１周以上冗長して伝送する必要が生じていた。そこで、本発明
では、詳細に後述するように、「単発コンテンツ」、「シリーズコンテンツ」、「上書き
更新コンテンツ」、「複数項目コンテンツ」のコンテンツタイプに応じた蓄積制御を可能
とする伝送システムを構成し、「複数項目コンテンツ」のコンテンツタイプについては、
より効率的なダウンロード配信を実現する。
【００４６】
　本発明の理解を助けるために、従来技術と、その課題、及び本発明に係る動作の概念図
を図２に示す。図２（ａ）は、番組スケジュールを構成するＥＰＧやＥＣＧで、例えば番
組「いつでもニュース」、「気象情報」及び「いつでもニュース」を順次配信する態様を
例示している。「いつでもニュース」は、複数項目コンテンツを構成しており、「ニュー
スＡ」、「ニュースＢ」、「ニュースＣ」及び「ニュースＤ」の項目のコンテンツファイ
ルを含んでいる。この場合、図２（ｂ）に示すように、従来技術では、送信装置側では、
伝送するカルーセルを１周以上冗長して（例えば、１．５カルーセル）、伝送する必要が
生じていた。これは、放送コンテンツであるがゆえに、受信装置側で番組コンテンツの取
りこぼしを予想しているためであり、結果として放送時間が長くなり非効率的であった。
【００４７】
　そこで、本発明の方式では、「ニュースＡ」、「ニュースＢ」、「ニュースＣ」及び「
ニュースＤ」の項目のコンテンツファイルをマルチパート化して一つの「複数項目コンテ
ンツ」として伝送する。この場合、受信装置２側の取りこぼし対策として、送信装置１は
、コンテンツタイプ情報として複数項目コンテンツのコンテンツファイルを送信する際に
、コンテンツタイプ情報に関連付けられたイベント識別子をヘッダ情報（ＤＩＩ）に記述
し、該複数項目コンテンツの各項目のコンテンツを識別するための枝番とバージョンを示
す情報を所定の蓄積型リソースリストに記述して、該蓄積型リソースリストの情報と各項
目のコンテンツをマルチパート化したデータブロックで送信するように構成する。これに
より、受信装置２は、コンテンツタイプ情報として複数項目コンテンツのコンテンツファ
イルを蓄積制御する際に、ヘッダ情報に記述されたコンテンツタイプ情報に関連付けられ
たイベント識別子を取得し、当該イベント識別子に関連付けられたデータブロックを全て
取得して一時蓄積し、取得したデータブロックから１つのモジュールを構築し、構築した
モジュールに含まれる所定の蓄積型リソースリストから、当該複数項目コンテンツの各項
目のコンテンツを識別するための枝番とバージョンを示す情報を抽出し、抽出した枝番と
バージョンを示す情報に基づいて保存すべき各項目のコンテンツの蓄積を実行する。
【００４８】
　以下、本発明に係る任意ファイルをダウンロード配信・受信する放送サービスの放送シ
ステムの一実施例について説明する。
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【００４９】
［拡張ＥＩＴ］
　「拡張ＥＩＴ」は、図３に示すように、既存のＥＩＴ内に新規の記述子である「ファイ
ル伝送識別子」とコンテンツタイプを表す「コンテンツタイプ情報（content_type）」を
追加して「拡張ＥＩＴ」を構成したものである。
　詳細は後述するが、「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」は、受信装置
２側でコンテンツファイルの内容を識別させるための「ファイル種別情報（file_type_va
lue）」を含み、必要に応じて、標準化機関が設定する当該ファイル伝送識別子を利用す
る機関を特定するための「記述子タグ情報（descriptor_tag）」と、当該ファイル伝送識
別子の長さを表す「識別子長（descriptor_length）」と、コンテンツファイルに対して
予め規定した暗号化が施されているか否かを識別するための「暗号化フラグ(encryption_
flag)」と、上記以外の任意の情報を記述するための「リザーブ（reserved_future_use）
」と、標準化機関が設定する当該ファイル伝送識別子で関連付けるコンテンツファイルの
データ構成（データコンポーネント）を識別するための「データコンポーネント識別子（
data_component_id）」とを含む。尚、既存ＥＩＴに新規に追加する「ファイル伝送識別
子(file_delivery_descriptor)」は、ＰＭＴにも追加記載することも望ましく、この場合
にはコンテンツとの関連付けを再確認できるようになる。尚、「ファイル種別情報（file
_type_value）」は、標準化機関に順ずる機関、もしくは、運用するプラットフォーム会
社等が管理を行い、放送事業者、メーカー等に開示を行うのが好適である。これにより、
受信装置２は実際に任意ファイルを受信する前に、配信されるファイルの内容を把握可能
であり、受信の可否の判断が可能となる。
【００５０】
［コンテンツスケジュールテーブル（ＣＳＴ）］
　「ＣＳＴ」は、図４（ａ）に示すように、ＣＳＴの種別を表す「テーブル識別子」と、
ＣＳＴの伝送識別情報（セクション情報）を表す「伝送識別情報」と、コンテンツごとに
割り当てられた固有の識別子を表す「イベント識別子（event_id）」と、コンテンツファ
イルの内容を識別させるための「ファイル種別情報（file_type_value）」と、コンテン
ツタイプを表す「コンテンツタイプ情報（content_type_value1, content_type_value2, 
content_type_value3）」と、放送するコンテンツファイルの変更の有無を確認可能にす
る「ファイルバージョン番号（file_version_number）」（これは、ファイル伝送識別子(
file_delivery_descriptor)を伝送する場合、省略することもできる）と、放送回数を示
す「broadcast_count(8bits)」と、各コンテンツの放送の開始時刻、放送持続時間、及び
放送回数を表す「放送時刻識別情報」と、各コンテンツの記述内容を表す「各種記述子」
からなる。また、コンテンツスケジュールテーブル（ＣＳＴ）は、１つのＣＳＴに含まれ
る複数のコンテンツについて、所定回数の「放送時間の情報」とＥＩＴで運用されるもの
と同一の各種記述子である、コンテンツのコピーを制限する制御する旨を表す「デジタル
制御記述子」、コンテンツのタイトルを表す「短形イベント記述子」、番組内容を表す「
コンテント記述子」、ジャンル及びシリーズ番組である旨を表す「シリーズ記述子」を記
述している。尚、コンテンツタイプ情報（content_type）は、図４（ａ）に示す「コンテ
ンツ情報」内の記述子とすることができる。また、「伝送識別情報」は、各サービス態様
で随意決定することができ、その一例を以下に示す。
【００５１】
　「ＣＳＴ［ｐ／ｆ］」は、図４（ｂ）に示すように、ＥＩＴ［ｐ／ｆ］の代わりに用い
るものであり、ＣＳＴの記述内容に対して現在及び次に放送されるコンテンツの１回分の
放送の開始時刻及び放送持続時間を伝送するように構成される。ただし、コンテンツファ
イルの内容を識別させるためのファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)を各種記
述子の記述欄に追加して伝送することができ、この場合、「ファイルバージョン番号（fi
le_version_number）」の記述を省略することができる。
【００５２】
　つまり、「ＣＳＴ［ｐ／ｆ］」は、図４（ｃ）に示すように、受信装置２側では、コン
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バージョン番号（file_version_number）」で確認するか、又は、ファイル伝送識別子(fi
le_delivery_descriptor)の内容から確認することができる。
【００５３】
　「ファイル種別情報（file_type_value）」や、「コンテンツタイプ情報（content_typ
e_value1, content_type_value2, content_type_value3）」は、コンテンツの種別等を表
す値として用いられ、例えば、以下のように利用することができる。
【００５４】
（ファイル、コンテンツの種別とfile_type_value、content_type_value）
　ダウンロードサービスで使用するコンテンツは、一般的なコンテンツ以外に、項目が更
新されるコンテンツ（ニュースなど）や、常時更新のコンテンツ（交通情報など）があり
、また、これらのコンテンツの内容を補足する情報も存在させるのが好適である。これら
のファイルやコンテンツの種類を識別する値がfile_type_value、content_type_valueで
ある。file_type_valueは16bitの値で、例えば公的機関で管理され放送事業者やメーカー
等に開示されるものとすることができ、本例では、content_type_valueとして３種類とし
、拡張ＥＩＴやＣＳＴで伝送するように構成する。
【００５５】
　例えば、ファイル種別（file_type_value）、コンテンツ種別（content_type_value1）
,
コンテンツ種別(content_type_value2)、及び、コンテンツの本編・補足種別（content_t
ype_value3）のビット割当と識別項目、及び識別内容の例を表１～表５に示す。表１は、
file_typ_value及びcontent_type_valueと対応する識別項目の関係を示しており、表２は
、file_type_valueとファイル種別の対応関係を示しており、表３は、content_type_valu
e1とコンテンツ種別の対応関係を示しており、表４は、content_type_value2とコンテン
ツ更新種別の対応関係を示しており、表５は、content_type_value3と本編・補足種別と
の対応関係を示している。また、表６には、記述子と対応する受信処理の関係を示す。
【００５６】
【表１】

【００５７】
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【００５８】
【表３】

【００５９】
【表４】

【００６０】
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【表５】

【００６１】
【表６】

【００６２】
　尚、「ファイルバージョン番号（file_version_number）」は、同じevent_idのコンテ
ンツで内容の変更の有無を通知する。拡張ＥＩＴ［ｐ／ｆ］やＣＳＴ［ｐ／ｆ］の受信処
理を軽くしたい場合に、ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)を記述せずとも
、この「ファイルバージョン番号（file_version_number）」の値を参照するのみで、カ
ルーセル受信の有無を判断することができ、拡張ＥＩＴやＣＳＴに記載することで、一般
番組で変更があったことを知ることも可能となる。尚、上書き更新コンテンツについても
、「ファイルバージョン番号（file_version_number）」が前回と異なっている場合は、
カルーセルを受信し、上書き更新するのに有利な情報となる。
【００６３】
　一方、ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)は、複数項目コンテンツにおけ
る各項目のコンテンツファイルの識別のために、拡張ＥＩＴ［ｐ／ｆ］やＣＳＴ［ｐ／ｆ
］に挿入することができ、ｐ／ｆ情報の取得の時点で、複数項目コンテンツにおける各項
目のコンテンツの更新差替情報、項目数を把握することができるようになる。ファイル伝
送識別子(file_delivery_descriptor)には、複数項目コンテンツにおける各項目のコンテ
ンツについて項目毎のジャンル情報を記述しておくことで、受信装置２は、所望のジャン
ル情報のみについて蓄積制御すればよくなる。
【００６４】
　受信装置２側では、ＣＳＴ［ｐ／ｆ］によって、コンテンツファイルの更新や差し替え
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の発生の有無を確認した場合、カルーセルのＤＩＩに記述されるファイル情報記述子（fi
le_info_descriptor）から、ファイル情報記述子である旨を示す「記述子タグ(descripto
r_tag)」及び「記述子長（descriptor_length）」を参照して確認し、ブランチカウント
情報（branch_count）で複数項目コンテンツに含まれる項目コンテンツファイルの数を確
認し、各項目コンテンツファイルのジャンル情報（例えば、content_nibble_level1, con
tent_nibble_level2）を把握することができる。
【００６５】
　「ＣＳＴ［ｐ／ｆ］」内に、ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)が記述さ
れる場合、当該イベント識別子（event_id）のコンテンツファイルの枝番（ex_event_id
）とデータイベント識別子（data_event_id）から、複数項目コンテンツの各項目のコン
テンツファイルとそのバージョン情報を基に、コンテンツファイルの更新や差し替えの発
生の有無を把握することができる。
【００６６】
　「table_id (8bits)」は、セクションが属するテーブルの識別のために使用する値であ
り、カルーセル伝送方式で伝送されるコンテンツのストリーム（自ストリーム又は他スト
リーム）、及び、１時間以内，６時間以内，１２時間以内，１日以内，１日以降の放送時
間のコンテンツの組合せで種別化されたテーブル識別子である。尚、foｒ()は、所定数分
、繰り返し記述されていることを意味している。
【００６７】
　「section_syntex_indicator (1bit)」は、セクション形式は通常形式と拡張形式の２
種類があり、その種別を識別するための値である。通常形式は０、拡張形式は１であり、
本例では「１」に固定しており、伝送識別情報の１つである。
【００６８】
　「reserved_future_use (1bit)」は、符号化ビットストリームを定義する項の中で使用
する場合、その値が将来、例えば所定のビット（Ｂ１０）が定義する拡張子として使用可
能であることを表す。本例では未定義（全ビット１）とする。即ち、拡張子を表す伝送識
別情報の１つである。別途、「reserved」を設けることができ、符号化ビットストリーム
を定義する中で使用する場合、その値が将来ＩＳＯで定義される拡張子として使用可能で
あることを表す。本例では未定義（全ビット１）とする。
【００６９】
　「section_length(12bits)」は、セクション長フィールドの直後からＣＲＣ（Cyclic R
edundancy Check）を含むセクションの最後までのセクションのバイト数を規定する。即
ち、ＣＳＴの長さを表す伝送識別情報の１つである。
【００７０】
　「service_id(16bits)」は、当該トランスポートストリーム内の他のサービスからこの
サービスを識別するための値である。即ち、ＣＳＴにおけるコンテンツのチャンネル（サ
ービスＩＤ）を表す伝送識別情報の１つである。
【００７１】
　「version_number(5bits)」は、サブテーブルのバージョン番号を表す伝送識別情報の
１つである。尚、サブテーブルは、table_idとservice_idとtransport_stream_idとversi
on_numberが同じセクションであることを表す。
【００７２】
　「current_next_indicator(1bit)」は、サブテーブルが現在使用可能である場合は「１
」。サブテーブルが現在使用不可であり次に有効となることを示す場合は「０」であり、
ＣＳＴ自体の連番を表す伝送識別情報の１つである。
【００７３】
　「section_number(8bits)」は、セクションの番号を表す。サブテーブル中の最初のセ
クション番号は0x00である。セクション番号は同一のtable_idとservice_idとtransport_
stream_id、original_network_idを持つセクションの追加毎に１加算される。即ち、ＣＳ
Ｔ内の現セクション番号を表す伝送識別情報の１つである。
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【００７４】
　「last_section_number(8bits)」は、そのセクションが属するサブテーブルの最後のセ
クションの番号である。即ち、ＣＳＴ内の全セクション番号を表す伝送識別情報の１つで
ある。
【００７５】
　「transport_stream_id(16bits)」は、ＥＩＴと同様にＣＳＴが示すこのトランスポー
トストリームをその分配システム内の他の多重から識別するための値である。即ち、ＣＳ
Ｔを伝送するＴＳＩＤを表す伝送識別情報の１つである。
【００７６】
　「original_network_id(16bits)」は、元の分配システムのネットワーク識別を表す伝
送識別情報の１つである。
【００７７】
　「segment_last_section_number(8bits)」は、サブテーブルをコンテンツ数や放送開始
時間などで複数のセグメントに分け、このセクションが属するセグメントの中で最後のセ
クションの番号を記載することもできる。ＣＳＴを伝送するセグメント最終セクション番
号を表す伝送識別情報の１つである。尚、サブテーブルをある単位で区切ったものをセク
ションとする。例えば２００個のコンテンツを１０個のコンテンツ毎に分けた場合、セグ
メント数は２０となる。尚、「Last_table_id」を設けて、使用されている最終のテーブ
ル識別を示すようにすることもできる。使用されるテーブルが１個のみの場合は、このフ
ィールドにはこのテーブルのテーブル識別が設定される。
【００７８】
　「event_id_length(8 bits)」は、コンテンツごとに割り当てられた固有の識別子（eve
nt_id）の長さを表す。
【００７９】
　「event_id (16bits)」は、コンテンツごとに割り当てられた固有の識別子を表す。
【００８０】
　「broadcast_count(8bits)」は、コンテンツの放送回数を表す。
【００８１】
　「component_tag(8bits)」は、event_idごとの多重伝送するデータ列を表すタグ情報で
ある。サービス内で一つのデータ列しか使用しない運用においては、component_tagを省
略することも可能である。
【００８２】
　「start_time(40bits)」は、event_idごとのコンテンツの放送開始時刻を表す。
【００８３】
　「duration(24bits)」は、event_idごとのコンテンツの持続時間を表す。
【００８４】
　「descriptor_loop_length(12bits)」は、続く記述子の長さを表す。各種記述子は、運
用されるＥＩＴの記述子をそのまま採用することができる。
【００８５】
［ＣＳＴと拡張ＥＩＴの併用］
　図５は、ＣＳＴと拡張ＥＩＴを併用した例を示す。本例は、番組スケジュールにＣＳＴ
を用い、コンテンツの蓄積直前に取得するテーブルには、拡張ＥＩＴ［ｐ／ｆ］を用いる
例である。図５（ａ）に示すＣＳＴは、図４（ａ）に示すものと同様である。図５（ｂ）
に示す拡張ＥＩＴ［ｐ／ｆ］は、既存のＥＩＴに、図５（ｂ）に示すように「ファイル伝
送識別子(file_delivery_descriptor)」が追加されたものである。図４に示すように構成
しても、「ＣＳＴ［ｐ／ｆ］」内に、ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)が
記述される場合、当該イベント識別子（event_id）のコンテンツファイルの枝番（ex_eve
nt_id）とデータイベント識別子（data_event_id）から、複数項目コンテンツの各項目の
コンテンツファイルとそのバージョン情報を基に、コンテンツファイルの更新や差し替え
の発生の有無を把握することができる。
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【００８６】
　現在のデジタル放送では、番組情報を記述するＥＩＴの中に各番組をユニークに示すイ
ベント識別子（event_id）が記述されている。イベント識別子（event_id）は一定時間、
例えば２４時間以内はユニークな値として放送局で運用されている。そして、一定時間が
過ぎると、再度ユニークな値として再割当される。本発明においては、ダウンロードする
コンテンツファイルごとにイベント識別子（event_id）を割り当てることとし、一定の時
間、例えば２４時間や１週間の間は、同一のファイルを繰り返し配信する場合は、同一の
イベント識別子（event_id）を繰り返し使用することとする。同一ファイルを繰り返し配
信することで受信装置２は移動中であっても受信できる機会が増加し確実に受信可能とな
る。また、受信装置２はイベント識別子（event_id）を確認することで、同一ファイルで
あれば既に受信済みの場合は受信しなくてもよいという判断が可能となる。なお、イベン
ト識別子（event_id）の値をどれくらいの時間でユニークにするかについては、標準化機
関等で規定されるものとする。
【００８７】
　ここで、リアルタイムサービスのコンテンツについて詳述する。本発明では、リアルタ
イムサービスにおいて番組の識別はevent_idを使用し、ダウンロードサービスにおいては
event_idに加え、event_idの枝番（ex_event_id）、およびdata_event_idを用いるように
している。すなわち、ダウンロードサービスではevent_id ＋ ex_event_id ＋ data_even
t_idでコンテンツが一意に特定される。ダウンロードサービスのコンテンツ識別情報とビ
ット数、識別内容を表７に示す。
【００８８】

【表７】

【００８９】
　一般的なコンテンツをダウンロードする場合、event_idを指定することでコンテンツを
一意に特定することができるが、ニュース番組のようにコンテンツの中の項目を一意に特
定したい場合、event_idに加えてex_event_idが用いられる。例えば、event_id =“0x000
1”を「全国ニュース」とした場合、ex_event_idを指定することで、「全国ニュース」の
項目を一意に特定することができる。
【００９０】
　　　　　＜event_id＞　　　＜ex_event_id＞
　　　　　　0x0001　　　　　　0x000　　　　　「全国ニュース」項目0
　　　　　　0x0001　　　　　　0x001　　　　　「全国ニュース」項目1
　　　　　　0x0001　　　　　　0x002　　　　　「全国ニュース」項目2
　　　　　　・・・　　　　　　・・・　　　　　・・・
【００９１】
　コンテンツの中の項目の識別が必要な場合、ex_event_idの値が必ず付与され、コンテ
ンツの中の項目の識別が不要な場合、ex_event_id ＝“0xFFF”とするか、ex_event_idが
使用されないものとする。なお、ex_event_idの値を例えば１２ｂｉｔとし、異なる項目
の指定は最大4096種類（正確には0xFFFを除き4095種類）とすることができる。
【００９２】
　また、ダウンロードサービスでは、同じ内容のコンテンツが複数回送信され、受信装置
２側で欠損データの補完として利用することが可能であるが、２回目以降の送信において
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内容を一部変更するなど、バージョンの異なるコンテンツが送信されるケースが想定され
る。この場合、バージョンの変更を受信側に知らされない状態で欠損データの補完を行う
と、変更部分の映像や音声などのデータが不連続となり、コンテンツの視聴に支障をきた
すことになる。そこで、バージョンの異なるコンテンツを送る場合、異なるdata_event_i
dの値が付与され、受信装置２側でのバージョン管理を可能とする。
【００９３】
　例えば、event_id =“0x0001”を「全国ニュース」とした場合、ex_event_idとdata_ev
ent_idを指定することで、「全国ニュース」の項目を、バージョンを含めて一意に特定す
ることができる。　
　＜event_id＞　＜ex_event_id＞　＜data_event_id＞　　　意味
　  0x0001　　　　0x000　　　　　　0x0　　　　　「全国ニュース」項目0のVer0
 　 0x0001　　　　0x000　　　　　　0x1　　　　　「全国ニュース」項目0のVer1
 　 0x0001　　　　0x001　　　　　　0x0　　　　　「全国ニュース」項目1のVer0
　　0x0001　　　　0x002　　　　　　0x0　　　　　「全国ニュース」項目2のVer0
　　・・・　　　　・・・　　　　　・・・
【００９４】
　コンテンツのバージョンの識別が必要な場合、data_event_idの値を必ず付与して、バ
ージョンの識別が不要な場合、data_event_id ＝“0xF”とするか、data_event_idを使用
しないでもよい。
【００９５】
　ダウンロードサービスでは、あらかじめ指定された時間に送信が行われ、コンテンツが
受信装置に自動的に蓄積されるケースが一般的であるが、交通情報のように常時送信が行
われ、最新の情報が受信装置で常時提示されるサービスも想定される。このような常時更
新コンテンツの場合、event_idは一定値が送られ、ex_event_idはコンテンツの中の項目
、data_event_idは各項目のバージョンを示すものとする。
【００９６】
　例えば、event_id =“0x0002”を「交通情報」とした場合、ex_event_idとdata_event_
idを指定することで、「交通情報」の各県の項目を、バージョンを含めて一意に特定する
ことができる。
　　＜event_id＞　＜ex_event_id＞　＜data_event_id＞　　意味
　　　0x0002　　　　0x000　　　　　　0x0　　　　　「交通情報」県0のVer0
　　　0x0002　　　　0x000　　　　　　0x1　　　　　「交通情報」県0のVer1
　　　0x0002　　　　0x000　　　　　　0xE　　　　　「交通情報」県0のVer14
　　　0x0002　　　　0x001　　　　　　0x0　　　　　「交通情報」県1のVer0
　　　0x0002　　　　0x002　　　　　　0x0　　　　　「交通情報」県2のVer0
　　　・・・　　　　・・・　　　　　・・・
【００９７】
　上記の例の場合、県0の情報を提示する受信装置２は、Ver0のデータを受信したらVer0
の情報を提示、Ver1のデータを受信したらVer1の情報を提示する。以下同様にVer14のデ
ータを受信したらVer14のデータを提示し、Ver14の次はVer0に戻り、同様の動作を繰返
す。
【００９８】
　常時更新コンテンツにおいても、コンテンツの中の項目の識別が必要な場合、ex_event
_idの値が必ず付与され、コンテンツの中の項目の識別が不要な場合、ex_event_id ＝“0
xFFF”とするか、ex_event_idが使用されないものとすることができる。また、コンテン
ツのバージョンの識別が必要な場合、data_event_idの値が必ず付与され、バージョンの
識別が不要な場合、data_event_id ＝“0xF”とするか、data_event_idが使用されないも
のとすることができる。
【００９９】
　受信装置２は、event_id等によりダウンロードの予約を行い、予約した時間にデータカ
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ルーセルで送信されるファイルの受信を実行する。ダウンロード中、パケットを取りこぼ
すなどの原因により、ダウンロードが完了しなかった場合は、再度ダウンロード待機状態
に遷移し、ダウンロードの放送スケジュール情報に記載された次の日時まで予約待機し、
放送時刻になるとダウンロードの状態になり、欠損データの補完を行うことが可能である
。また、送信されるコンテンツのバージョンが更新される場合、ファイル伝送記述子内の
data_event_idの値を参照することで、別バージョンとしてコンテンツの蓄積が可能とな
る。
【０１００】
　ダウンロードサービスにおいて拡張ＥＩＴで使用される記述子は、リアルタイムサービ
スで使用される短形式イベント記述子、コンテント記述子、デジタルコピー制御記述子、
音声コンポーネント記述子、データコンテンツ記述子、スタッフ記述子に加え、前述のフ
ァイル伝送記述子、およびシリーズ番組を識別するシリーズ記述子を用いるのが好適であ
る。
【０１０１】
　上述したように、ＣＳＴにはevent_id、file_type_value、content_type_valueが含ま
れており、コンテンツの再送出も含めた送出時間が記載される。拡張ＥＩＴでは１つのev
ent_idに対して1つの送出時間情報（start_time、duration）が記載されるのに対し、Ｃ
ＳＴでは1つのevent_idに対して複数の送出時間情報が記載される。これにより再送出を
行うコンテンツについては、拡張ＥＩＴに比べて伝送する情報量の削減が可能となり、受
信装置は再送出を含めたコンテンツ蓄積のためのスケジュール情報の取得が可能となる。
なお、ＣＳＴには送出直近に変更される可能性の高いex_event_id値、data_event_id値は
記載しないようにすることもできる。
【０１０２】
　図６は、本発明による一実施例の放送局側送信装置１の概略図である。放送局側送信装
置１は、コンテンツ編成部１０と、カルーセル処理部１１と、ＰＳＩ／ＳＩ生成符号化部
１２と、多重化部１３と、ＯＦＤＭ変調部１４と、送信部１５とを備える。コンテンツ編
成部１０は、コンテンツ符号化部１０１と、制御データ生成部１０２と、ＥＩＴ生成部１
０３とを備える。制御データ生成部１０２は、識別子付番制御部１０２１と、伝送回数・
周期管理部１０２２とを備える。ＥＩＴ生成部１０３は、ファイル伝送記述子生成部１０
３１を備える。
【０１０３】
　コンテンツ編成部１０は、放送波で配信するためのコンテンツを生成するとともに、「
拡張ＥＩＴ」又は「ＣＳＴ」で関連付けられたコンテンツを受信側で蓄積予約させるため
の基礎データとなる番組スケジュールを生成するように構成される。「拡張ＥＩＴ」は、
既存のＥＩＴに、「ファイル伝送識別子」を付加したものであり、従来のＥＩＴと比較し
て伝送容量をほとんど増大させることなしに、コンテンツに関する情報の受信又は更新の
負担を大きく低減させる。一方、「ＣＳＴ」は、コンテンツ指向の番組情報を伝送するた
め、コンテンツを受信側で蓄積予約させるための基礎データとなる番組スケジュールを簡
単に構成することができる。また、ＣＳＴは、ＥＩＴと比較してテーブルサイズを小さく
することができ、コンテンツに関する情報の受信又は更新の負担を大きく低減させること
ができる。また、リアルタイム型放送に連動したダウンロードを実行する際には、コンテ
ンツ編成部１０は、ダウンロード放送で送信するコンテンツファイルと、リアルタイム放
送で送信するコンテンツとを、それぞれ異なるサービスＩＤで同一のＴＳ内で送出すると
ともに、リアルタイム型放送をプライマリ（Primary）、ダウンロード型放送をセカンダ
リ（Secondary）としてグルーピングする所定のサービスグループ識別子（service_group
_descriptor）をＮＩＴにて伝送する機能を有する（詳細は後述する）。
【０１０４】
　より具体的には、コンテンツ符号化部１０１は、放送波で配信するための任意ファイル
のコンテンツを符号化する。例としてＴＳファイルの場合は、コンテンツを編成する要素
である映像、音声、データ、字幕、ＰＳＩを生成して符号化し、多重化（パッケージ化）
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を施し、ＴＳを生成する。尚、ＰＳＩは、このＴＳを受信側で再生する際に必要なＰＡＴ
及びＰＭＴ等の情報である。
【０１０５】
　制御データ生成部１０２は、コンテンツ符号化部１０１を経て伝送するコンテンツを、
カルーセル処理部１１によってカルーセル方式で伝送する際に、ＤＩＩメッセージ内のダ
ウンロードＩＤ（downloadID）と「拡張ＥＩＴ」又は「ＣＳＴ」のイベント識別子（even
t_id）とを関連付けた紐付けた態様で伝送するよう制御する識別子付番制御部１０２１と
、イベント識別子（event_id）で識別されるイベント毎にカルーセル方式で伝送するデー
タブロック（ＤＤＢ）の伝送回数と、カルーセル方式で伝送する周期を管理する伝送回数
・周期管理部１０２２からなる。このカルーセル方式で伝送するコンテンツをイベント識
別子（event_id）で識別されるイベントとして管理するために、識別子付番制御部１０２
１は、ＥＩＴ生成部１０３にイベント識別子（event_id）を送出する機能を有する。即ち
、コンテンツファイルは、設定される送信周期に従って一定頻度で送信され、この送信周
期は、コンテンツ別に設定可能であり、例えば、５分～１２０分の間で設定することがで
きる。また、制御データ生成部１０２は、コンテンツタイプを表す「コンテンツタイプ情
報（content_type）」と、「イベント識別子（event_id）」と、コンテンツ情報としての
「シリーズ記述子(series_id)」とを組み合わせて、コンテンツタイプごとの予約蓄積制
御を可能とするべく「拡張ＥＩＴ」又は「ＣＳＴ」を編成するとともに、ＤＩＩに少なく
とも「イベント識別子（event_id）」の情報と、その「枝番」及び「データコンポーネン
ト識別子（data_component_id）」を設定する。
【０１０６】
　ＥＩＴ生成部１０３は、識別子付番制御部１０２１から得られるイベント識別子（even
t_id）を、放送波で配信するためのコンテンツを受信装置側で蓄積させるのに用いる既存
のＥＩＴに組み入れ、且つ「ファイル種別情報（file_type_value）」を含む「ファイル
伝送識別子(file_delivery_descriptor)」を生成して追加し、拡張ＥＩＴを構成してＥＩ
Ｔ番組情報としてＰＳＩ／ＳＩ生成符号化部１２に送出する。ファイル伝送記述子生成部
１０３１は、イベント識別子（event_id）によって識別されるコンテンツファイルの内容
の種別を表す「ファイル種別情報（file_type_value）」を含む「ファイル伝送識別子(fi
le_delivery_descriptor)」を生成する機能を有する。尚、ＥＩＴ生成部１０３は、識別
子付番制御部１０２１から得られるイベント識別子（event_id）を、放送波で配信するた
めのコンテンツを受信装置側で蓄積させるのに用いる「ＣＳＴ」に組み入れて構成し、Ｅ
ＩＴ番組情報としてＰＳＩ／ＳＩ生成符号化部１２に送出するように構成することができ
る。「ＣＳＴ」を伝送する場合にも、コンテンツファイルの内容の種別を表す「ファイル
種別情報（file_type_value）」を生成して組み入れることができる。
【０１０７】
　カルーセル処理部１１は、コンテンツ符号化部１０１によって符号化したコンテンツを
、制御データ生成部１０２によるカルーセル方式の伝送回数及び送信周期と、ＤＩＩメッ
セージ内のダウンロードＩＤ（downloadID）とＥＩＴのイベント識別子（event_id）とを
関連付けた態様でカルーセル化して、ＤＩＩ及びＤＤＢのモジュールを構築して多重化部
１３に送出する。
【０１０８】
　例えば、コンテンツ配信のサービスＩＤを表すチャンネル（Ｃｈ）にて、コンテンツデ
ータは、コンポーネントタグ（component_tag：ＥＳｍ～ＥＳｎ）で識別できるように多
重化され、コンテンツデータは、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴで関連付けられた複数のコンテン
ツについて、選局した放送ストリームから抽出したＤＩＩ／ＤＤＢ情報を用いてイベント
識別子（event_id）によって識別されるコンテンツごとにダウンロード・データブロック
（ＤＤＢ）を切り替えて取得することができる。尚、コンテンツは、１つ又は複数のモジ
ュールで構成して伝送することもできる。
【０１０９】
　ＰＳＩ／ＳＩ生成符号化部１２は、受信装置２で放送波を受信するために必要なＰＳＩ



(21) JP 5593193 B2 2014.9.17

10

20

30

40

50

／ＳＩ情報（即ち、ＥＩＴ番組情報）を生成して符号化し、多重化部１３に送出する。こ
のＥＩＴ番組情報は、拡張ＥＩＴと、各コンテンツの放送時のデータパケット、開始時刻
、放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表す「イベント識別子」とを含むＰＳ
Ｉ／ＳＩ情報として構成される。
【０１１０】
　多重化部１３は、上記カルーセル化したコンテンツデータやＰＳＩ/ＳＩ等を、チャン
ネルごとに多重化して、ＴＳを形成し、ＯＦＤＭ変調部１４に送出する。
【０１１１】
　ＯＦＤＭ変調部１４は、多重化部１３を経て得られるＴＳを、デジタル放送のＯＦＤＭ
方式に従う変調方式で変調を施して、送信部１５を介して外部に放送波として伝送する。
【０１１２】
　このように、放送局側送信装置１は、拡張ＥＩＴを一定頻度で送信するとともに、拡張
ＥＩＴ又はＣＳＴに基づいてコンテンツをカルーセル伝送方式で送信する。尚、詳細に後
述するが、放送局側送信装置１は、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに従って、各コンテンツをダウ
ンロードＩＤ（downloadID）と紐付けされたイベント識別子（event_id）で関連付けたデ
ータブロックにて再放送することが可能であり、受信装置２は、再放送の回数や周期を拡
張ＥＩＴ又はＣＳＴから知ることができる。
【０１１３】
　図７は、本発明に係る一実施例の受信装置２の概略図である。受信装置２は、受信用ア
ンテナを有するＯＦＤＭ復調部２０と、ＴＳ復号部２１と、音声・復号部２２と、映像・
復号部２３と、字幕・復号部２４と、カルーセル処理部２５と、ＢＭＬブラウザ２６と、
提示処理部２７と、ＳＩ処理部２８と、コンテンツ蓄積予約制御部２９と、コンテンツ蓄
積部３０と、蓄積コンテンツ一覧表示・再生指示部３１と、ユーザＩ／Ｆ部３２とを備え
る。
【０１１４】
　ＯＦＤＭ復調部２０は、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのデータを構成するＥＩＴ番組情報を復
調して、このＴＳをＴＳ復号部２１に送出する機能と、この拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに対応
するコンテンツデータを受信し、ＯＦＤＭ復調部２０を介して復調して、このＴＳをＴＳ
復号部２１に送出する機能を有する。デジタル放送では、ＴＳデータ中のＰＩＤを検出し
、このＰＩＤを読み取ることで、コンテンツデータ、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのデータの識
別を行うことができ、ＥＳ番号（component_tag）を検出し、このＥＳ番号を読み取るこ
とで、所望するデータの識別ができる。
【０１１５】
　ＴＳ復号部２１は、ＯＦＤＭ復調部２０を経て得られるＥＩＴ番組情報を復号して拡張
ＥＩＴ又はＣＳＴのデータを復号し、ＳＩ処理部２８に送出する機能と、ＯＦＤＭ復調部
２０を経て得られるＥＩＴ番組情報に対応するコンテンツデータを復号し、それぞれ対応
する機能部である音声・復号部２２、映像・復号部２３、字幕・復号部２４及びカルーセ
ル処理部２５に送出する。音声・復号部２２、映像・復号部２３、字幕・復号部２４は、
それぞれコンテンツを編成する音声、映像、字幕を復号して提示処理部２７に送出する機
能を有し、カルーセル処理部２５は、コンテンツを編成するデータ放送用のデータを送信
側と対応するカルーセル方式に従ってカルーセル処理を施しながら復号してＢＭＬブラウ
ザ２６に送出する機能を有する。復号したデータ放送用のデータは、ＢＭＬブラウザ２６
によって規定された描画方式に従って変換され、提示処理部２７に送出される。提示処理
部２７は、外部装置（例えば、表示装置やスピーカ等）にコンテンツを編成する音声、映
像、字幕、その他のデータを提示する機能を有する。
【０１１６】
　ただし、カルーセル処理部２５は、コンテンツ蓄積予約制御部２９からの制御信号によ
って、当該拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに対応するコンテンツデータの取得及び蓄積が制御され
、当該拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに対応するコンテンツデータを、コンテンツ蓄積部３０に蓄
積する。コンテンツ蓄積部３０内に蓄積されるコンテンツデータは、コンテンツ蓄積予約
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制御部２９によって管理され、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、当該拡張ＥＩＴ又はＣ
ＳＴに従ってデータブロック単位で取得したコンテンツの上書き更新や差し替えや蓄積予
約の制御に用いるコンテンツファイルの蓄積予約を管理するための「蓄積予約管理表」及
びコンテンツファイルの蓄積の有無を管理するための「蓄積コンテンツ管理表」をコンテ
ンツ蓄積部３０に格納及び更新する機能を有する。
【０１１７】
　コンテンツ蓄積部３０に格納されたコンテンツファイルや「蓄積予約管理表」及び「蓄
積コンテンツ管理表」は、ユーザがユーザＩ／Ｆ部３２を介して指定することにより表示
又は再生することができるよう蓄積コンテンツ一覧表示・再生指示部３１によって表示又
は再生が制御される。
【０１１８】
　尚、「蓄積予約管理表」は、放送される時間軸に従うコンテンツ別の放送時間、タイト
ル、シリーズ、及びジャンルを特定することができるＥＰＧとして利用されるものである
（図１３参照）。また、「蓄積コンテンツ管理表」は、コンテンツ別に蓄積済みであるか
否かと、未蓄積ＤＤＢの有無を管理可能な態様で構成される（図１４参照）。
【０１１９】
　ＳＩ処理部２８は、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのデータを入力してチャンネルごとの放送コ
ンテンツのＥＩＴ情報と、各コンテンツの放送時のデータパケット、開始時刻、放送持続
時間、及びコンテンツファイルを一意に表す「イベント識別子」とを含むＰＳＩ／ＳＩ情
報（即ち、ＥＩＴ番組情報）をコンテンツ蓄積予約制御部２９に送出する。
【０１２０】
　また、コンテンツ蓄積予約制御部２９の詳細は後述するが、ユーザによって「蓄積予約
管理表」で指定されたコンテンツの蓄積予約の動作を制御する機能を有する。例えば、コ
ンテンツ蓄積予約制御部２９は、指定されたコンテンツの蓄積予約状態を管理するために
、「蓄積予約管理表」を生成し、コンテンツごとに蓄積予約待ちであるか否かを示すマー
キングをして、コンテンツの蓄積予約の制御を管理することができる。また、コンテンツ
蓄積予約制御部２９は、リアルタイム放送で送信されるコンテンツの受信時に、リアルタ
イム型放送をプライマリ、ダウンロード型放送をセカンダリとしてグルーピングする所定
のサービスグループ識別子を受信して、前記リアルタイム放送で送信されたコンテンツに
連動する、ダウンロード放送で送信されるコンテンツファイルの有無を判別し、コンテン
ツファイルの有を判別した際に、当該受信装置２に設定される自動ダウンロード実行の指
示にしたがって、リアルタイム放送で送信するコンテンツとは異なるサービスＩＤのダウ
ンロード放送で送信されるコンテンツファイルの自動蓄積を制御するコンテンツ蓄積実行
手段として機能する。
【０１２１】
　次に、放送局側送信装置１と受信装置２とを含む放送システムの代表的な動作について
説明する。
【０１２２】
［システム動作］
　図８は、本発明による一実施例の放送システムの動作説明図である。
【０１２３】
　まず、放送局側送信装置１の動作を説明するに、放送局側送信装置１は、一定間隔で拡
張ＥＩＴ又はＣＳＴのデータを構成するＥＩＴ番組情報（本例では拡張ＥＩＴに含まれる
EITschedule又はＣＳＴのcontent_schedule）を配信する（ステップＳ１～Ｓ３）。また
、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに従って時間編成された放送される番組情報の変更の有無を含む
、現在の番組と次の番組の情報（ＣＳＴ／拡張ＥＩＴ‐ｐ／ｆ）を配信する（ステップＳ
４）。ここで、一般的なネットワーク通信のような双方向通信によってコンテンツの再要
求及び再送信するものとは異なり、放送コンテンツであるので、受信装置側で受信不良が
生じた場合を予め想定して、放送局側送信装置１が備える制御データ生成部１０２は、拡
張ＥＩＴ又はＣＳＴに従うイベント識別子（event_id）で管理されたコンテンツデータを
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、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに従う所定周期及び回数によって、カルーセル方式(図９参照)で
送信及び再送信する（ステップＳ５，Ｓ６）。
【０１２４】
　例えば、放送局側送信装置１は、１ＴＳ（１セグメント又は３セグメント放送）内で、
リアルタイム放送の番組コンテンツを時間編成で送信するメインチャンネル（メインｃｈ
１）と、このメインｃｈ１の番組コンテンツに連動する任意ファイル（例えば、動画ファ
イル、ＰＤＦ、ＴＳファイル、３ＧＰＰ等）を多重して送信する、コンテンツ提供者が独
自に利用する独自チャンネル（独自ｃｈ１）と、このメインｃｈ１の番組コンテンツに連
動することなく、独立した任意ファイル（例えば、リアルタイムの更新が要求されるよう
な交通情報等）を多重して送信する、コンテンツ提供者が独自に利用する第２の独自チャ
ンネル（独自ｃｈ２）の３チャンネルのコンテンツを多重送信することが可能である。
【０１２５】
　これらのメインｃｈ１、独自ｃｈ１及び独自ｃｈ２のコンテンツは、ＥＩＴ番組情報（
拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ）から、チャンネル種別をそれぞれサービスＩＤ（serviceID）で
識別することができるだけでなく時間軸方向の編成についてもイベント識別子（event_id
）で識別し、且つイベント識別子（event_id）によって識別されるコンテンツファイルの
内容の種別を、「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」内の「ファイル種別
情報（file_type_value）」で識別することができ、ＥＰＧを直ちに構成することができ
る。
【０１２６】
　従って、受信装置２は、ＥＩＴ番組情報として機能する本発明に係る拡張ＥＩＴ又はＣ
ＳＴを復号して、チャンネル種別をそれぞれサービスＩＤで、メインｃｈ１、独自ｃｈ１
及び独自ｃｈ２のチャンネル別コンテンツを把握し、各チャンネルにおける時間軸方向の
編成についてイベント識別子（event_id）で識別し、且つイベント識別子（event_id）に
よって識別されるコンテンツファイルの内容の種別を、「ファイル伝送識別子(file_deli
very_descriptor)」内の「ファイル種別情報（file_type_value）」で識別し、ＥＰＧの
コンテンツ番組一覧を直ちに構成することができる。
【０１２７】
　以下、受信装置２の動作について説明する。
【０１２８】
　受信装置２は、ＥＩＴ番組情報を受信して拡張ＥＩＴを復号し、チャンネル種別をそれ
ぞれサービスＩＤで、メインｃｈ１、独自ｃｈ１及び独自ｃｈ２のチャンネル別コンテン
ツを把握し、各チャンネルにおける時間軸方向の編成についてイベント識別子（event_id
）で識別し、且つイベント識別子（event_id）によって識別されるコンテンツファイルの
内容の種別を、「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」内の「ファイル種別
情報（file_type_value）」で識別することにより、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴにおけるコン
テンツがコンテンツファイルとして蓄積可能なファイルであるか否かを判断し、コンテン
ツタイプ情報（content_type）で上書き蓄積するファイルであるか否かを判断する（ステ
ップＳ１１～Ｓ１３）。
【０１２９】
　続いて、受信装置２は、蓄積可能なファイルについて放送される時間軸に従うコンテン
ツ別の放送時間、タイトル、シリーズ、及びジャンルを特定し、ＥＰＧとして利用する「
蓄積予約管理表」を生成し、受信装置２のユーザに提示可能にする（ステップＳ１４）。
受信装置２は、ユーザによって指定されたコンテンツを蓄積予約として「蓄積予約管理表
」に設定して登録し、放送時刻の直前に蓄積予約を起動して、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに従
って時間編成された放送番組の変更の有無を含む現在番組と次の番組（ＣＳＴ／拡張ＥＩ
Ｔ‐ｐ／ｆ）を受信する（ステップＳ１５）。従って、受信装置２は、予約時間数分前に
ＣＳＴ又は拡張ＥＩＴを再取得して放送コンテンツの変更がないことを確認し、変更があ
る場合には蓄積予約管理表の登録内容を自動更新する。
【０１３０】
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　受信装置２は、蓄積予約管理表の登録内容に従って、コンテンツの蓄積予約の制御を行
い、放送時間になると、該当エレメンタリストリーム (ＥＳ)のＤＩＩを取得し、ＤＩＩ
に記載されたイベント識別子（event_id）に紐づくダウンロードＩＤ（downloadID）で、
ダウンロードするコンテンツファイルをコンテンツタイプとともに特定し、該当するモジ
ュール内のデータブロック（ＤＤＢ）列を受信してコンテンツの蓄積を実行する（ステッ
プＳ１６）。該当コンテンツが、モジュールリンクされている場合には、対応する複数の
モジュール内のデータブロック（ＤＤＢ）列を受信して蓄積する。尚、受信装置２は、蓄
積予約したコンテンツが放送開始時刻（start_time）に従って放送中であれば、受信して
蓄積動作を実行し、放送開始時刻（start_time）外であれば（蓄積予約したコンテンツが
放送中ではなければ）、蓄積予約管理表に登録して放送時間まで待機することになる。受
信不良が原因で一度にコンテンツを構成する全てのデータが受信できない場合にも、コン
テンツは、ＤＤＢ単位で伝送されているために、カルーセル方式で伝送されるカルーセル
回数内で再取得可能であれば、受信に失敗したＤＤＢ単位で蓄積を行うことができ、カル
ーセル回数内で受信に失敗した場合には、再放送時に取得可能である。この再放送日時の
情報は、予め拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ内に埋め込まれているために、受信装置２は、蓄積予
約管理表の登録内容に従って自動的に再取得が可能である。
【０１３１】
　受信装置２は、蓄積が完了したコンテンツについては、蓄積予約管理表の登録を削除す
るとともに、蓄積コンテンツ管理表に登録して蓄積状況を管理する。例えば、コンテンツ
の蓄積が完了したら、蓄積コンテンツ管理表に登録し、蓄積予約管理表からマーキングを
削除して再放送時の再取得を実行しないように制御する。更に、１サイクル（カルーセル
サイクル）内で完全に蓄積できなかった場合は、次のサイクル（カルーセルサイクル）で
再度取得する。ただし、蓄積できたデータ（ＤＤＢ単位）は破棄せずに保存（一時保存）
しておき、未取得ＤＤＢがある場合には当該コンテンツファイルのＤＤＢの差分蓄積を実
行する（ステップＳ１７）。また、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ内の放送の持続時間（duration
）の情報を利用して、蓄積未完了のまま当該サイクルの放送時間が終了した際に、再放送
がある場合は予約蓄積の中断として判断し、再放送がない場合は予約蓄積の中止として判
断する。
【０１３２】
　また、受信装置２は、ダウンロードＩＤ（downloadID）内のイベント識別子（event_id
）と枝番が同一でデータイベント識別子（data_event_id）のみが更新されたコンテンツ
ファイルの蓄積を行うときは、差し替えや上書き更新蓄積を行うことができる（ステップ
Ｓ１８）。また、上書き更新コンテンツで同じシリーズに属するコンテンツが、既に蓄積
されている場合には上書き更新を行い、そうでない場合はそのまま蓄積する。
【０１３３】
　受信装置２は、シリーズやジャンル別に蓄積したコンテンツの一覧表（蓄積コンテンツ
管理表）を作成して、ユーザに提示可能にするのが好適である（ステップＳ１９）。ユー
ザは、所定の操作で、蓄積コンテンツ管理表から不要なコンテンツを削除することもでき
る。シリーズのコンテンツで、放送間隔の短いものは、古いものから削除するように構成
することができる。（シリーズ予約時にユーザに保存数や、上書きするか否かを指定する
ことができる）また、シリーズ単位やカテゴリ単位で複数のコンテンツを１グループとし
たパターンで蓄積することも可能である。
【０１３４】
　受信装置２は、ユーザの指定された蓄積済みのコンテンツについて再生可能である（ス
テップＳ２０）。例えば、受信装置２が携帯電話機で構成される場合には、ユーザインタ
ーフェースを介して、画面に表示されるコンテンツのタイトルに含まれる複数のコンテン
ツを指定して、情報を得ることができる。当該コンテンツに映像、音声、データ放送、字
幕のデータが関連付けられている場合には、これらのデータを再生することができる。例
えば、コンテンツのデータ放送には、コンテンツのサムネイル画像を伝送して、受信装置
２側で蓄積予約コンテンツ表の表示の際に利用可能することもできる。
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【０１３５】
　このように、受信装置２は、送信される拡張ＥＩＴ又はＣＳＴを受信して、蓄積予約管
理表を作成し、この蓄積予約管理表で蓄積予約の制御管理を行い、コンテンツを受信して
自動蓄積する。特に、受信装置２が移動受信装置（例えば、携帯電話機）の場合、１回の
カルーセル方式でコンテンツを完全に受信して蓄積しきれない場合も、放送局側送信装置
１からの再放送のタイミングで再度の蓄積動作を自動的に行うことができる。
【０１３６】
　例えば、図１０（ａ）は、番組スケジュールを構成するＥＰＧやＥＣＧで、例えば番組
「いつでもニュース」、「気象情報」及び「いつでもニュース」を順次配信する態様を例
示している。拡張ＥＩＴ又はＣＳＴでは、「いつでもニュース」のコンテンツ情報である
複数項目コンテンツを伝送する旨を示す番組スケジュールを伝送するため、受信装置２は
、ＥＰＧやＥＣＧを構築することができる。本発明に係る送信装置１は、番組スケジュー
ルテーブル（拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ）を送信するとともに、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ[ｐ／
ｆ]を送信することができる。また、本発明に係る送信装置１は、複数項目コンテンツの
配信の場合には、図１０（ｂ）に示すように、ヘッダ部を構成するヘッダ情報（ＤＩＩ）
内のダウンロードＩＤに記述したイベント識別子の枝番（ex_event_id）とバージョン情
報（data_event_id）とを、「蓄積型リソースリスト」にも記述して、蓄積型リソースリ
ストの情報と複数項目コンテンツの各項目のコンテンツをマルチパート化したデータブロ
ックで送信する。蓄積型リソースリストの情報と、マルチパート化された各項目のコンテ
ンツ（「ニュースＡ」、「ニュースＢ」、「ニュースＣ」及び「ニュースＤ」）を一つの
モジュールとして伝送する。つまり、１つのモジュールを複数のパートに分割して伝送す
るため、受信装置２側では、複数項目コンテンツの各項目のコンテンツを受信して蓄積す
る際に、まず、ＤＩＩからイベント識別子を把握し、当該イベント識別子に関連付けられ
たデータブロックを全て取得し、取得したデータブロックから１つのモジュールを構築し
、構築したモジュールに含まれる所定の蓄積型リソースリストから、当該複数項目コンテ
ンツの各項目のコンテンツを識別するための枝番とバージョンを示す情報を抽出し、抽出
した枝番とバージョンを示す情報に基づいて前記各項目のコンテンツ（「ニュースＡ」、
「ニュースＢ」、「ニュースＣ」及び「ニュースＤ」）の蓄積を実行する。尚、各リソー
スごとにリソースヘッダが設けられ、「蓄積型リソースリスト」内の記述子タグ情報（de
scriptor_tag）と対応付けた番号を記載する。受信装置２は、ジャンル情報、又は階層的
なジャンル情報としてのコンテンツニブルレベル１（Content_nibble_level1）とコンテ
ンツニブルレベル２（content_nibble_level2）を含む場合には、各項目コンテンツのジ
ャンルを把握することができる。
【０１３７】
　ここで、コンテンツ蓄積予約制御部２９の構成及び動作について、図１１及び図１２を
参照して更に詳細に説明する。
【０１３８】
　コンテンツ蓄積予約制御部２９は、スケジュール情報取得部２９０１と、時刻情報処理
部２９０２と、ＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３と、蓄積予約制御部２９０４と、対応
ファイル判定部２９０５と、イベント識別子判定処理部２９０６と、差分ＤＤＢ判定処理
部２９０７と、ダウンロードＩＤ判定処理部２９０８と、蓄積予約管理表生成部２９０９
と、蓄積コンテンツ管理表生成部２９１０とを備える。
【０１３９】
　スケジュール情報取得部２９０１は、入力されるＰＳＩ／ＳＩ情報（即ち、ＥＩＴ番組
情報）から拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのコンテンツスケジュール情報を抽出してＣＳＴ／ＥＩ
Ｔ情報管理部２９０３に送出する。
【０１４０】
　時刻情報処理部２９０２は、入力されるＰＳＩ／ＳＩ情報（即ち、ＥＩＴ番組情報）か
ら各コンテンツの開始時刻、放送持続時間、及びコンテンツファイルを一意に表す「イベ
ント識別子」を抽出してＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３に送出する。
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【０１４１】
　ＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３は、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのコンテンツスケジュー
ル情報を基に、蓄積予約管理表生成部２９０９を機能させて蓄積予約管理表を生成して、
コンテンツファイルを格納するコンテンツ蓄積部３０に格納する機能と、対応ファイル判
定部２９０５を機能させて拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのコンテンツスケジュール情報から蓄積
予約可能なファイルがあるか否かを判定させる機能と、蓄積予約制御部２９０４からの指
示に応じて蓄積予約を行うコンテンツファイルについて蓄積予約管理表をマーキングする
機能と、イベント識別子判定処理部２９０６を機能させてＤＩＩ内の情報（イベント識別
子、枝番、データイベント識別子）を判定させる機能と、差分ＤＤＢ判定処理部２９０７
を機能させて複数ＤＤＢで伝送されるコンテンツファイルについて未蓄積の差分のＤＤＢ
を判定させ蓄積させる機能と、ＣＳＴ／拡張ＥＩＴ－ｐ／ｆを取得し、予約情報の変更の
有無を確認し、変更があれば蓄積予約管理表を更新する機能とを有する。
【０１４２】
　蓄積予約制御部２９０４は、ユーザに提示された蓄積予約管理表について、ユーザによ
って指定されたコンテンツの蓄積の予約の制御をＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３に指
示する機能を有する。
【０１４３】
　対応ファイル判定部２９０５は、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのコンテンツスケジュール情報
から蓄積予約可能なファイルがあるか否かを判定する機能を有する。
【０１４４】
　イベント識別子判定処理部２９０６は、ＤＩＩ内のダウンロードＩＤにおけるイベント
識別子（event_id）を判定し、且つイベント識別子（event_id）によって識別されるコン
テンツファイルの内容の種別を、「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」内
の「ファイル種別情報（file_type_value）」で識別する機能、コンテンツタイプを表す
「コンテンツタイプ情報（content_type）」と、「イベント識別子（event_id）」と、コ
ンテンツ情報としての「シリーズ記述子(series_id)」とを組み合わせて、コンテンツタ
イプごとの予約蓄積制御を行う機能を有する。また、イベント識別子判定処理部２９０６
は、ダウンロードＩＤ（downloadID）内のイベント識別子（event_id）と枝番が同一でデ
ータイベント識別子（data_event_id）のみが更新されたコンテンツファイル（つまり、
ファイルバージョンが更新されたコンテンツファイル）が存在するか否かを判別し、存在
する場合に差し替えや上書き蓄積を行う上書き蓄積判定部２９０６ａを有する。また、上
書き蓄積判定部２９０６ａではコンテンツタイプ情報（content_type）から上書き更新コ
ンテンツであるかどうかを判別し、上書き蓄積コンテンツの場合で同じシリーズに属する
コンテンツが蓄積されている場合には上書き蓄積をする、蓄積されている同じシリーズに
属するコンテンツがない場合はそのまま蓄積する。
【０１４５】
　差分ＤＤＢ判定処理部２９０７は、蓄積できたデータ（ＤＤＢ単位）は破棄せずに保存
（一時保存）しておき、未取得ＤＤＢがある場合には当該コンテンツファイルのＤＤＢの
差分蓄積を実行する機能を有する。
【０１４６】
　ダウンロードＩＤ判定処理部２９０８は、蓄積予約を行うコンテンツファイルについて
カルーセル処理部２５から得られるＤＩＩを取得してダウンロードＩＤ（downloadID）を
抽出してイベント識別子判定処理部２９０６及び差分ＤＤＢ判定処理部２９０７に送出す
る機能と、イベント識別子判定処理部２９０６からの指示に従って、当該拡張ＥＩＴやＣ
ＳＴに対応するコンテンツファイルのＤＤＢを取得及び蓄積を制御すべく制御信号をカル
ーセル処理部２５に送出する機能を有する。また、ダウンロードＩＤ判定処理部２９０８
は、差分ＤＤＢ判定処理部２９０７からの指示に応じて複数ＤＤＢで伝送されるコンテン
ツファイルについて未蓄積の差分のＤＤＢの取得及び蓄積を制御すべく制御信号をカルー
セル処理部２５に送出する機能を有する。
【０１４７】
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　蓄積予約管理表生成部２９０９は、ＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３の制御によって
拡張ＥＩＴ又はＣＳＴのコンテンツスケジュール情報を基に蓄積予約管理表を生成する機
能を有する。
【０１４８】
　蓄積コンテンツ管理表生成部２９１０は、ＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３の制御に
よって、蓄積予約管理表に従って蓄積したコンテンツを管理するための蓄積コンテンツ管
理表を生成する機能を有する。
【０１４９】
　図１２は、コンテンツ蓄積予約制御部２９の動作フローを示す図である。コンテンツ蓄
積予約制御部２９は、蓄積予約を実行するために、まず、受信して復号した拡張ＥＩＴ又
はＣＳＴのコンテンツスケジュール情報をメモリに展開する（ステップＳ３１）。続いて
、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、対応ファイル判定部２９０５によって、蓄積予約可
能なファイルがあるか否かを判定し、蓄積不能の情報は破棄する（ステップＳ３２）。コ
ンテンツ蓄積予約制御部２９は、イベント識別子判定処理部２９０６によって、蓄積予約
可能なコンテンツファイルについて、チャンネル種別をそれぞれサービスＩＤで、メイン
ｃｈ１、独自ｃｈ１及び独自ｃｈ２のチャンネル別コンテンツを把握し、各チャンネルに
おける時間軸方向の編成についてイベント識別子（event_id）で識別し、且つイベント識
別子（event_id）によって識別されるコンテンツファイルの内容の種別を、「ファイル伝
送識別子(file_delivery_descriptor)」内の「ファイル種別情報（file_type_value）」
で識別して、蓄積予約管理表生成部２９０９によって、蓄積予約管理表を生成してユーザ
に提示し、ユーザによる予約の設定、又は蓄積予約管理表の生成と同時に対応ファイルの
自動予約の設定を行う（ステップＳ３３，Ｓ３４）。
【０１５０】
　続いて、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、時刻情報処理部２９０２にて取得したイベ
ント識別子に基づいて蓄積予約時刻の数分前にＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部２９０３を起動
させ（ステップＳ３５）、ＣＳＴ／拡張ＥＩＴ－ｐ／ｆを取得し（ステップＳ３６）、予
約情報の変更の有無を確認し（ステップＳ３７）、変更があれば蓄積予約管理表を更新す
る（ステップＳ３７）。
【０１５１】
　続いて、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、イベント識別子判定処理部２９０６及びダ
ウンロードＩＤ判定処理部２９０８によって、イベント識別子（event_id）に紐づくダウ
ンロードＩＤ（downloadID）のＤＩＩを取得し、上書き蓄積判定部２９０６ａによって、
イベント識別子（event_id）と「枝番」が同一でデータイベント識別子（data_event_id
）が異なる蓄積済みコンテンツの有無を判別し（ステップＳ３９）、有りの場合には、こ
らから受信するコンテンツを上書き蓄積するまたは差し替えると判断する（ステップＳ４
０）。
【０１５２】
　続いて、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、イベント識別子判定処理部２９０６及びダ
ウンロードＩＤ判定処理部２９０８によって、イベント識別子（event_id）に紐づくダウ
ンロードＩＤ（downloadID）のＤＩＩを含むカルーセル方式のＥＳを取得し（ステップＳ
４１）、ＤＩＩ内のダウンロードＩＤにおけるイベント識別子（event_id）を判定し、且
つイベント識別子（event_id）によって識別されるコンテンツファイルの内容の種別を、
「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」内の「ファイル種別情報（file_typ
e_value）」で識別する機能、コンテンツタイプを表す「コンテンツタイプ情報（content
_type）」と、「イベント識別子（event_id）」と、シリーズ番組のコンテンツ情報を識
別するための「シリーズ記述子(series_id)」とを組み合わせて、コンテンツタイプごと
の予約蓄積制御を行ない、差分ＤＤＢ判定処理部２９０７によって、ＤＤＢの蓄積を完了
するまで実行し（ステップＳ４２）、未完了である場合には、差分のＤＤＢを取得して蓄
積する（ステップＳ４３）。ファイル種別情報で判別されるコンテンツファイルの内容の
種別が、時間編成のコンテンツファイルのうち同一のコンテンツファイルのダウンロード
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放送が予定されているものである場合、ＣＳＴ又は拡張ＥＩＴのイベント識別子（event_
id）を、カルーセル方式のＤＩＩ内のダウンロードＩＤ（downloadID）に関連付けておく
ことで、ＣＳＴ又は拡張ＥＩＴのイベント識別子（event_id）ごとにＤＤＢを特定し、同
一ファイル名に対して上書き蓄積を行うことや、差分のＤＤＢ受信を行うことが可能とな
る。
【０１５３】
　コンテンツ蓄積予約制御部２９は、蓄積が完了した場合には（ステップＳ４４）、蓄積
予約管理表から対応ファイルの予約制御の旨を削除し、蓄積コンテンツ管理表生成部２９
１０によって、蓄積予約管理表に従って蓄積したコンテンツを管理するための蓄積コンテ
ンツ管理表を生成して、コンテンツ蓄積部３０に格納する。蓄積コンテンツ管理表は、ユ
ーザの指示によって提示可能なテーブルである。
【０１５４】
　従って、コンテンツ蓄積予約制御部２９は、ユーザによって指定されたコンテンツの蓄
積予約を実行する際に、カルーセル伝送方式で伝送される「本放送（１回目の放送）」の
コンテンツの取得と、カルーセル伝送方式で伝送される「再放送（２回目以降の放送）」
のコンテンツの取得で、蓄積予約の動作を制御することができるだけでなく、コンテンツ
タイプを表す「コンテンツタイプ情報（content_type）」と、「イベント識別子（event_
id）」と、コンテンツ情報としての「シリーズ記述子(series_id)」とを組み合わせて、
コンテンツタイプごとの予約蓄積制御を行なうことができる。
【０１５５】
　ユーザによって、コンテンツ蓄積部３０に記憶した蓄積コンテンツ管理表の読出しの指
定が可能であり、コンテンツ蓄積部３０に記憶したコンテンツは、蓄積コンテンツ一覧表
示・再生指示部３１によって、再生制御が為され、ユーザに対して提示させることができ
る。
【０１５６】
　このように、受信装置２は、コンテンツの蓄積予約（映像等の場合、予約録画を含む）
に必要な情報を拡張ＥＩＴ又はＣＳＴから取得することができる。拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ
には「ファイル伝送識別子(file_delivery_descriptor)」が追加され、さらに「ファイル
伝送識別子(file_delivery_descriptor)」内の「ファイル種別情報（file_type_value）
」でファイル種別を直ちに識別して、コンテンツの蓄積予約のための蓄積予約管理表を直
ちに作成して、直ちにコンテンツ取得することもでき。このため、受信装置２の受信処理
負担を軽減させ、且つ受信不良のリスクを軽減させると共に、受信不良で未取得のＤＤＢ
のみを取得してコンテンツファイルを受信完了させることが可能となる。
【０１５７】
　さらに、「単発コンテンツ」、「シリーズコンテンツ」、「上書き更新コンテンツ」、
「複数項目コンテンツ」のコンテンツタイプを、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに含まれる「コン
テンツタイプ情報（content_type）」から識別し、コンテンツ情報としての「シリーズ記
述子(series_id)」からシリーズ番組であるか否かを識別し、ＤＩＩに含まれる「イベン
ト識別子（event_id）」と組み合わせて、コンテンツタイプに応じた予約蓄積制御を行な
うことができるようになる。
【０１５８】
　以上のように、受信装置２は、蓄積予約に使用するために事前に拡張ＥＩＴ又はＣＳＴ
の情報を取得し、拡張ＥＩＴ又はＣＳＴに記述された、実際にダウンロード放送される時
間情報や、「ファイル伝送識別子」からファイルの情報及びイベント識別子を識別して、
これらの情報を元にダウンロードされるファイルが対応しているかどうかを判断した上で
、さらに、コンテンツタイプに応じた蓄積予約を行うので、効率的なダウンロード放送の
予約を行うことが可能となる。　
【０１５９】
　また、データカルーセルの中の全てのＤＤＢは、当該データカルーセルの中ではユニー
クなブロック番号を持つため、イベント識別子（event_id）毎に、ユニークなＤＤＢを受
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信装置２で管理することが可能であり、受信状態が不安定な場合でも、繰り返し送出され
るデータカルーセルの中で、差分のＤＤＢのみを取得することで効率的にファイルをダウ
ンロード可能である。
【０１６０】
　以下、リアルタイム型放送に連動したダウンロードに関する、より具体的な例を示して
、従来技術との相違点を説明する。受信装置側のダウンロード処理のやり方には、幾つか
の態様が考えられる。
【０１６１】
（ＥＰＧからのダウンロード予約による態様）
　従来技術のように、ユーザによるボタン操作等により受信装置２にてＥＰＧを起動する
と、放送波で伝送されるＳＩにより、コンテンツのダウンロードの予約が可能なＥＰＧが
生成される。予約可能なコンテンツの一覧が表示され、ユーザがコンテンツを選択すると
、ＥＰＧはダウンロードの制御のための情報をダウンローダに渡す。ダウンローダはダウ
ンロードの制御情報を解析し、記載された放送スケジュールが到来するまで待機する。
【０１６２】
（ＢＭＬブラウサからのダウンロード予約による態様）
　従来から知られるように、ユーザによるボタン操作等により受信装置２にてＢＭＬブラ
ウザを起動すると、データカルーセルから取得したＢＭＬ コンテンツを提示し、ＢＭＬ
コンテンツにより、コンテンツ検索の機能が提供される。ユーザによる検索の結果、選択
したコンテンツに対しダウンロード実行を指示すると、ダウンロードの制御のための情報
がダウンローダに渡される。ダウンローダはダウンロードの制御情報を解析し、記載され
た放送スケジュールが到来するまで待機する。
【０１６３】
（通信ブラウザからのダウンロード予約による態様）
　従来から知られるように、ユーザによるボタン操作等により受信装置２（ネットワーク
通信機能を搭載する受信装置）にて通信ブラウザを起動すると、通信で伝送される情報に
より、コンテンツのダウンロードの予約が可能な画面が生成される。予約可能なコンテン
ツの一覧が表示され、ユーザがコンテンツを選択すると、ダウンロードの制御のための情
報がダウンローダに渡される。ダウンローダはダウンロードの制御情報を解析し、記載さ
れた放送スケジュールが到来するまで待機する。
【０１６４】
（ダウンロードのための情報取得による態様）
　本発明に係る受信装置２のように、コンテンツをダウンロードするための情報を放送波
からＳＩ処理により取得する。取得する情報は現行のイベント情報テーブルＥＩＴ（Even
t Information Table）をベースとする拡張ＥＩＴを用いる方式、及びコンテンツスケジ
ュールテーブルＣＳＴ（Contents Schedule Table）による方式とすることができる。
【０１６５】
（リアルタイム型放送に連動したダウンロード）
　本発明に係る受信装置２のように、ユーザによるボタン操作等により受信装置２にてリ
アルタイム型放送に連動したコンテンツのダウンロードを選択すると、ユーザのリアルタ
イム型放送視聴時に、バックグラウンドでコンテンツのダウンロードが自動的に行われる
。
【０１６６】
　より具体的には、ダウンロードの予約について、拡張ＥＩＴやＣＳＴにより生成される
ＥＰＧによる予約、ＢＭＬコンテンツによる予約、通信で取得する情報により生成される
画面による予約などがあるが、マルチメディア放送ではこれらの事前予約に加え、リアル
タイム型放送に連動したダウンロードも可能とする。
【０１６７】
　リアルタイム型放送に連動したコンテンツのダウンロードでは、ユーザのリアルタイム
放送視聴時に、バックグラウンドでコンテンツのダウンロードが自動的に行われる。リア
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ルタイム型放送コンテンツと連動するダウンロード型放送コンテンツの関係の例を図１５
に示す。
【０１６８】
　図１５に示すように、リアルタイム放送のコンテンツと連動ダウンロードのコンテンツ
は同一のＴＳ内で送出されるとともに、異なるサービスＩＤで送出される。お互いのサー
ビスはサービスグループ識別子（service_group_descriptor）でグルーピングされ、リア
ルタイム型がプライマリ（Primary）、ダウンロード型がセカンダリ（Secondary）とする
。
【０１６９】
　サービスグループ識別子（service_group_descriptor）を図１６に示す。サービスグル
ープ識別子内のサービスグループ種別（service_group_type）にはマルチメディア放送に
おける連動を示す値（例えば、「0x2」）が用いられ、primary_service_idにはリアルタ
イム型放送のサービスＩＤ、secondary_service_idには連動するダウンロード型放送のサ
ービスＩＤを用いる。このサービスグループ識別子はＮＩＴ（Network Information Tabl
e、例えば、第2ループ）で送出することができる。
【０１７０】
　1つのプライマリサービスに対して、グルーピングが行われるセカンダリサービスは1つ
であり、1つのリアルタイム型コンテンツに対して、連動ダウンロード型コンテンツは、
同一時刻に２つ以上送出されないものとする。例えば図１５に示す例の場合、リアルタイ
ム型コンテンツ（１）に対して、連動コンテンツ（連動－1）と（連動－1）が各々２回、
別々の時刻に送出される。また、リアルタイム型コンテンツ（３）のように、連動するダ
ウンロード型コンテンツが送出されない場合もあることになる。
【０１７１】
　リアルタイム型コンテンツのevent_id値と、連動するダウンロード型コンテンツのeven
t_id値は独立しており、event間の紐付け情報は存在しない。そのため、受信装置２はリ
アルタイム型放送のサービスＩＤに連動するサービスＩＤが存在するか否かをＮＩＴで確
認した後、連動サービスＩＤがある場合は、セカンダリの拡張ＥＩＴ［ｐ／ｆ］（又はＣ
ＳＴ）を参照して、連動コンテンツの有無を確認し、連動コンテンツが存在する場合にダ
ウンロードを行うものとする。
【０１７２】
　この受信装置２の動作例を図１７に示す。なお、図１７はあくまで動作例であり、受信
装置の動作を拘束するものではない。図１７において、受信装置２は、ＯＦＤＭ復調部２
０によって、リアルタイムチャンネルの選局処理を実行後、一定時間（1分程度を想定）
の待機処理を行ない、視聴者の頻繁なチャンネル切り替え（ザッピング等）に対応する（
ステップＳ１０１～Ｓ１０３）。受信装置２は、ＳＩ処理部２８によって、セカンダリサ
ービスの有無を、リアルタイム型放送のサービスＩＤに連動するサービスＩＤが存在する
か否かの判定により行い（ステップＳ１０５）、セカンダリが有り（連動するダウンロー
ド放送が有り）と判断した場合に、コンテンツ蓄積予約制御部２９により、対応する拡張
ＥＩＴ[ｐ／ｆ]を取得して確認し（ステップＳ１０６）、連動コンテンツの有無を確認し
（ステップＳ１０７）、ユーザが設定する自動ダウンロード実行のＯＮ／ＯＦＦにしたが
って、連動コンテンツが存在する場合にダウンロードを行う（ステップＳ１０８，Ｓ１０
９，Ｓ１１０，Ｓ１１２）。また、自動ダウンロード実行のＯＮ／ＯＦＦは、ユーザがリ
アルタイムチャンネル毎に設定することが想定されるが、その実装方法については適宜定
めるものとする。ダウンロード中に、ＯＦＤＭ復調部２０によってチャンネル切り替えを
検出した場合には（ステップＳ１１１）、ダウンロードの継続の有無を確認して、ダウン
ロード中の蓄積制御を実行するように構成することもできる（ステップＳ１１１，Ｓ１１
３～Ｓ１１５）。
【０１７３】
　バックグラウンドでの自動ダウンロードの実行中に、リアルタイムチャンネルの変更が
行われた場合、チャンネルを切り替える前に、ダウンロードを中断するか否かの確認を行
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うことが望ましい。
【０１７４】
　なお、連動ダウンロードコンテンツのevent_id、ex_event_id、data_event_idの扱いは
非連動に同じであり、file_type_value、content_type_valueの扱いも非連動に同じであ
るが、常時更新コンテンツ（contetn_type_value2 = ’0x2’）については、非連動のみ
で送出されるものとする。また、連動ダウンロードコンテンツも非連動ダウンロードコン
テンツの場合と同様に、拡張ＥＩＴ、ＣＳＴが送出され、ＥＰＧ等から事前にダウンロー
ドの予約も可能である。
　尚、content_type_value3に新たな種別を用意し、放送局側で連動ダウンロードコンテ
ンツをＥＰＧ等からダウンロードすることができないようにすることもできる。具体的に
は、content_type_value3=0x2として拡張ＥＩＴやＣＳＴを送出し、受信装置はこのコン
テンツをEPGなどには表示せず、受信装置でのコンテンツ検索結果に含めないことで、ユ
ーザの操作によりコンテンツのダウンロードができないようにする。
【０１７５】
　また、先に述べた補足情報について、リアルタイム型放送に連動したダウンロードコン
テンツとして、リアルタイムのコンテンツを補足する情報として送信する態様も考えられ
る。この場合、補足情報はリアルタイム型放送とサービスグループを組んだセカンダリの
サービスＩＤで伝送する。送られる情報は同一時刻に送出されているリアルタイム型コン
テンツに関するものに限定され、同じ内容がカルーセル伝送により、繰り返し送出される
ものとする。
【０１７６】
　上述したように、リアルタイム放送の場合、download_idは28bit～31bitにdata_event_
idの値を埋め込んでいるが、それ以外のbitは全て“1”で使用していない。ダウンロード
放送の場合、data_event_idに加え、0bit～15bit目までにevent_id、16bit～27bit目まで
にex_event_idが埋め込まれる。各DDBメッセージのヘッダ部分にはDIIと同じ値のdownloa
d_idが記載されているため、event_idやex_event_idごとに、DDBブロックをユニークに特
定できるようになり、差分受信が可能となる。また、data_event_idの4bitを更新情報と
することで、ダウンロードコンテンツのバージョン管理が可能となる。
【０１７７】
　例えば、交通情報など、常に最新情報を受信するような受信装置２においては、ダウン
ロードされるファイルの更新情報を常に監視し、情報が更新された場合は蓄積受信を行い
、情報の上書き更新を行う必要がある。ダウンロードサービスにおいて、ＤＩＩやＤＤＢ
のdownload_idの中に埋め込まれるdata_event_idの4bitを更新情報として用いることで、
受信装置２はファイルの上書き更新が可能となる。なお、補足情報についてはdownload_i
dが固定値であり、差分受信は行わないものとする。
【０１７８】
　一方、ダウンロードサービスにおいては、受信側で欠損データの補完を可能とするため
に、同じ内容のコンテンツが連続、または一定時間経過後に複数回送信される運用が想定
され、同一のevent_idが異なる時間に送出されるケースが出てくる。また、ニュースのよ
うに、同一のevent_idを用いて項目が更新される（ex_event_idが更新される）コンテン
ツや、交通情報のように常時更新されるコンテンツをダウンロードするケースも想定され
る。また、event_idの値は、ダウンロード予約に必要となるＣＳＴに、最初の送出開始時
刻の所定日前（例えば、８日前）以降に記載されることから、一定期間の間はコンテンツ
を一意に識別可能とするために、再送信、項目更新、常時更新、及び補足情報の送信の場
合を除きevent_idの値はユニークに保たれる必要がある。
【０１７９】
　そこで、表８に示すように、一般的なコンテンツで同一のevent_idが使用されるケース
は、同一コンテンツの再送信（data_event_id値が異なるコンテンツの再送信も含まれる
）の場合に限定される。
【０１８０】
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【表８】

【０１８１】
　本発明のリアルタイム型放送に連動したダウンロードにおける具体的な効果として従来
技術と対比すると、例えば、図１８に示す従来の態様では、送信側では、リアルタイム型
放送について、映像音声に連動して字幕をＰＥＳで送出し、受信側では、映像音声に連動
して字幕を表示するものであった。この場合、字幕のみの情報を効率的に受信することが
できない字幕のみの情報を知りたい場合や、当該リアルタイム放送のコンテンツを蓄積し
たい場合、コンテンツファイル全体を取得するには、ＥＰＧの蓄積予約に基づく蓄積が必
要であった。
【０１８２】
　一方、図１９に示すように、本発明に係るリアルタイム型放送に連動したダウンロード
では、リアルタイム型放送に連動するコンテンツとして例えば字幕をテキスト情報に変換
して補足情報として送出することで、補足情報の情報量は少ないので、番組の時間内で、
同内容の補足情報を何度も再送可能であることや、受信不良時の取りこぼしを防止するこ
とができ、従来の問題を解決することができる。さらに、リアルタイム型放送のコンテン
ツに連動したダウンロード放送のコンテンツを、リアルタイム型放送のコンテンツ自体の
動画ファイルやＰＤＦファイル或いは商業的情報ファイルとして自動蓄積することで、リ
アルタイム型放送のコンテンツの視聴に伴い、あわててダウンロード蓄積を行なうユーザ
操作を不要にすることができるため、様々な用途に利用できるようになる。
【０１８３】
　更に、本発明の一態様として、コンテンツ蓄積予約制御部をコンピュータとして構成さ
せることができる。コンピュータに、前述したコンテンツ蓄積予約制御部を実現させるた
めのプログラムは、コンピュータの内部又は外部に備えられる記憶部（メモリ）に記憶さ
れる。そのような記憶部は、外付けハードディスクなどの外部記憶装置、或いはＲＯＭ又
はＲＡＭなどの内部記憶装置で実現することができる。コンピュータに備えられる制御部
は、中央演算処理装置（ＣＰＵ）などの制御で実現することができる。即ち、ＣＰＵが、
各構成要素の機能を実現するための処理内容が記述されたプログラムを、適宜、記憶部か
ら読み込んで、各構成要素の機能をコンピュータ上で実現させることができる。ここで、
各構成要素の機能をハードウェアの一部で実現してもよい。
【０１８４】
　また、この処理内容を記述したプログラムを、例えばＤＶＤ又はＣＤ－ＲＯＭなどの可
搬型記録媒体の販売、譲渡、貸与等により流通させることができるほか、そのようなプロ
グラムを、例えばネットワーク上にあるサーバの記憶部に記憶しておき、ネットワークを
介してサーバから他のコンピュータにそのプログラムを転送することにより、流通させる
ことができる。
【０１８５】
　また、そのようなプログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記
録されたプログラム又はサーバから転送されたプログラムを、一旦、自己の記憶部に記憶
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することができる。また、このプログラムの別の実施態様として、コンピュータが可搬型
記録媒体から直接プログラムを読み取り、そのプログラムに従った処理を実行することと
してもよく、更に、このコンピュータにサーバからプログラムが転送される度に、逐次、
受け取ったプログラムに従った処理を実行することとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１８６】
　本発明によれば、リアルタイム放送及びダウンロード放送の双方において、受信装置側
では受信状況が不安定な環境（例えば、地下鉄乗車時にあるときなど）にある場合におい
ても、再度の蓄積動作を自動的に行う仕組みが提供されるため、安定したコンテンツ蓄積
を実現することができるため、特に、番組表で蓄積予約するデジタル放送のコンテンツを
得る用途に有用である。
【符号の説明】
【０１８７】
　１　放送局側送信装置
　２　受信装置
　１０　コンテンツ編成部
　１１　カルーセル処理部
　１２　ＰＳＩ／ＳＩ生成符号化部
　１３　多重化部
　１４　ＯＦＤＭ変調部
　１５　送信部
　２０　ＯＦＤＭ復調部
　２１　ＴＳ復号部
　２２　音声・復号部
　２３　映像・復号部
　２４　字幕・復号部
　２５　カルーセル処理部
　２６　ＢＭＬブラウザ
　２７　提示処理部
　２８　ＳＩ処理部
　２９　コンテンツ蓄積予約制御部
　３０　コンテンツ蓄積部
　３１　蓄積コンテンツ一覧表示・再生指示部
　３２　ユーザＩ／Ｆ部
　１０１　コンテンツ符号化部
　１０２　制御データ生成部
　１０３　ＥＩＴ生成部
　１０２１　識別子付番制御部
　１０２２　伝送回数・周期管理部
　１０３１　ファイル伝送記述子生成部
　２９０１　スケジュール情報取得部
　２９０２　時刻情報処理部
　２９０３　ＣＳＴ／ＥＩＴ情報管理部
　２９０４　蓄積予約制御部
　２９０５　対応ファイル判定部
　２９０６　イベント識別子判定処理部
　２９０６ａ　上書き蓄積判定部
　２９０７　差分ＤＤＢ判定処理部
　２９０８　ダウンロードＩＤ判定処理部
　２９０９　蓄積予約管理表生成部
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　２９１０　蓄積コンテンツ管理表生成部　
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